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はじめに 

 

「第３次真庭市総合計画」が目指す「真庭ライフスタイル」を実現するためには、将来にわたって安定した「ま

ちの経営」を行っていくことが重要です。その中でも、公共施設や道路、橋などの公共施設等を、これからも

安全に使い続けていくための取組は、まちづくりの大きな課題となっています。 

 

真庭市は、平成の大合併により、旧９町村が整備してきた多くの公共施設等を引き継ぎ、市民共有の大切

な財産として活用してきました。しかし、人口減少や少子高齢化が進む中、すべての施設をこれまでと同じよ

うに維持していくことは難しくなっています。 

 

本市では、平成２９年３月に「真庭市公共施設等総合管理計画」を策定し、公共施設等の計画的な管理に取

り組んできました。今回の見直しでは、これまでの取組を踏まえ、人口や財政状況に応じた、無理のない公共

施設のあり方を改めて整理します。 

 

本計画を通じて、市民の皆さまと情報を共有し、公共施設等の将来について共に考え、次の世代に過度な

負担を残さない、持続可能なまちづくりを進めていきます。 
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第１章 本計画の背景と位置付け 

第１章 本計画の背景と位置付け 

  

１ 公共施設等総合管理計画策定の背景 

全国の地方公共団体においては、厳しい財政状況が続く中で、今後、人口減少等により公共施設等の利用

需要が変化していくことが予想されることを踏まえ、早急に公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視

点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化するとともに、

公共施設等の最適な配置を実現することが必要となっています。 

 

このことを受けて、国（総務省）は、平成２６年４月、図表１.１の指針に示す「公共施設等総合管理計画」の策

定に取り組むよう全国の地方公共団体に要請しました。 

その後、社会情勢の変化に対応するため、国は指針の見直しを段階的に進め、地方公共団体には、改定後

の指針を踏まえた計画の見直し・改定が求められています。 

 

図表１.１ 公共施設等総合管理計画の策定等に関する指針等の概要 

 

※総務省資料を基に作成 

  

 １ 所有施設等の現状   

全ての公共施設等を対象に、以下の項目などについて、現状や課題を客観的に把握・分析。 

➢ 老朽化の状況や利用状況をはじめとした公共施設等の状況 

➢ 総人口や年代別人口についての今後の見通し 

➢ 公共施設等の維持管理・更新等に係る中長期的な経費やこれらの経費に充当可能な財源の見込み 

 

 ２ 施設全体の管理に関する基本的な方針  

➢ 計画期間 

１０年以上とすることが望ましい。 

➢ 全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策 

全ての公共施設等の情報を管理・集約する部署を定めるなどして取り組むことが望ましい。  

➢ 現状分析を踏まえた基本方針 

現状分析を踏まえ、今後の公共施設等の管理に関する基本方針を記載。 

➢ バージョンアップ 

計画の進捗状況等についての評価の実施について記載。評価結果等の議会への報告や公表方法に

ついても記載することが望ましい。なお、今後は、管理を行うに際し基礎となる情報として、固定資産

台帳等を利用していくことが望ましい。 

 

 ３ 取組に係る財政措置  

➢ 公共施設等適正管理推進事業債 

計画に基づく集約化・複合化事業、長寿命化事業等について、地方財政措置（令和８年度まで） 

    ・地方債の充当率 ９０％ 

    ・元利償還金に対する交付税措置率：条件により０～５０％ 



 

2 

第１章 本計画の背景と位置付け 

２ 本計画の位置付け 

本計画は、第３次真庭市総合計画（令和７年３月策定）を最上位計画として、これまで本市が進めてきた公

共施設等のマネジメントの考え方や取組を継承・発展させるとともに、国の要請を踏まえ、公共施設等の総

合的かつ計画的な管理を推進し、持続可能な地域づくりを市民とともに実現することを目的として策定しま

した。 

今後は、本計画の実施計画として「個別施設計画」を策定し、具体的な取組を段階的に推進し、公共施設等

の総合的なマネジメントに継続的に取り組んでいきます。 

 

図表１.２ 本計画の位置付け 
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３ 計画期間 

本計画の計画期間は、公共建築物の更新期間（６０年と想定）が長期であることを勘案して、平成２９年（２

０１７年）から令和３８年（２０５６年）までの４０年間とし、原則、１０年ごとに見直すこととします。 

また、本計画の計画期間に対して第１期から第４期までの１０年ごとに実施期間を定め、さらに各期を前期

と後期に分けて、きめ細やかなマネジメントを実施します（図表１.３参照）。 

 

図表１.３ 本計画の計画期間と実施期間の目安 

 

 

今回、計画策定から９年が経過し、令和６年度に策定した第３次総合計画を踏まえて、公共施設をとりまく

状況についての現状把握、課題分析を行い、公共施設マネジメントの実効性を向上させることを目的として

本計画を改定します。 
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第２章 公共施設等の現況及び将来の見通し 

第２章 公共施設等の現況及び将来の見通し 

 

１ 公共施設等の状況 

（１）対象施設 

本計画は、庁舎や学校施設といった公共建築物５３７施設と、道路、橋りょう、上水道、下水道などのイン

フラ資産を対象としています。 

 

図表２.１ 対象施設等 

  

用途大分類 用途中分類 機能分類

シミュレーションの対象範囲

その他 その他 駅舎、車庫など

医療施設 医療施設

インフラ施設 道路

橋りょう 個別に長寿命化計画等を策定

上水道及び簡易水道

下水道及び農業集落排水

本計画の対象範囲

公営住宅 公営住宅 市営住宅

供給処理施設 供給処理施設 ゴミ処理施設、し尿処理施設など

その他行政系施設 倉庫など

保健・福祉施設 高齢福祉施設 老人福祉センターなど

保健施設 保健福祉センターなど

行政系施設 庁舎等 市役所、振興局、支所

消防施設 消防本部、消防署など

幼児・児童施設 幼児・児童施設

産業系施設 産業系施設 特産品加工場、堆肥センターなど

学校教育系施設 学校 小学校、中学校

その他教育施設 教職員住宅、給食センターなど

子育て支援施設 幼稚園・保育園・こども園 幼稚園・保育園・こども園

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設 宿泊場、スキー場、温泉など

市民文化系施設 集会施設 公民館、コミュニティセンターなど

文化施設 市民センター

社会教育系施設 図書館 図書館

博物館等 歴史民俗資料館、博物館

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 ｽﾎﾟｰﾂ施設 体育館、サッカー場、プールなど
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図表２.２ 公共建築物の用途別内訳 

大分類 中分類 施設数 延床面積（㎡） 

市民文化系施設  
集会施設 

文化施設 

２４ 

４ 

１１,３２９ 

１５,８０２ 

社会教育系施設 
図書館  

博物館等 

１ 

１１ 

３,８２１ 

４,１３５ 

スポーツ・レクリエーション系施設 
スポーツ施設 

レクリエーション施設・観光施設 

２３ 

６３ 

３４,６２７ 

１８,１８７ 

産業系施設 産業系施設 ５０ １４,０９１ 

学校教育系施設 
学校 

その他教育施設 

３３ 

５ 

１０８,０２９ 

２,０１０ 

子育て支援施設 
幼稚園・保育園・こども園 

幼児・児童施設 

１８ 

１０ 

１４,８５４ 

３,２７２ 

保健・福祉施設 
高齢福祉施設 

保健施設 

８ 

５ 

２,５７３ 

６,１７４ 

行政系施設 

庁舎等 

消防施設 

その他行政系施設 

８ 

１２４ 

１７ 

２５,０２７ 

１１,３８４ 

３,３５９ 

公営住宅 公営住宅 ６１ ３７,１８０ 

供給処理施設 供給処理施設 ６ １３,５８７ 

その他 その他 ６６ ８,４２９ 

合計 ５３７ ３３７,８７０ 

 

※財産に関する調書の令和６年度（２０２４年度）末の行政財産を用途別で分類  

※複合施設は、主となる施設へのみ計上しているため、実際の施設数・面積と合わない場合があります。 

※公営企業会計（水道事業会計・下水道事業会計・国民健康保険湯原温泉病院事業会計）分を除く。 
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（２）公共建築物の現況と課題 

本市が保有する公共建築物の総延床面積は、令和６年度末時点で３３７,８７０㎡です。市民一人当たり

の延床面積は８.２９㎡（人口４０,７７８人：令和７年１月１日時点）となっており、本計画策定時より０.７５㎡

増加しています。 

これは、全国平均の３.７２㎡と比べて約２.２３倍、類似団体の平均７.０８㎡と比べても約１.１７倍となっ

ています。 

 

※真庭市は令和６年度末の総延床面積及び令和７年１月１日時点の住民基本台帳人口を使用しています。他団体は、

令和５年度の公共施設状況調及び令和６年１月１日時点の住民基本台帳人口を用いて比較しています。 

※類似団体とは、国勢調査に基づく人口規模および産業構造により市町村を分類し、同一区分に属する全国１３４

団体を指します。 

※詳細は「第５章 資料編 １ 他自治体との保有量の比較」を参照してください。 

 

ア 延床面積 

延床面積の内訳（中分類）では、学校施設が約３２％を占め、これに公営住宅の約１１％、スポーツ施設

の約１０％などが続いており、施設総量の適正化や統廃合等の対策を考える場合の優先候補であること

が伺えます（図表２.３参照）。 

 

図表２.３ 保有する公共建築物の分類別状況：令和６年度末現在 

■延床面積：３３７,８７０㎡ 

 

 

  

【用途別施設数と構成比】 【用途別延床面積と構成比】

公共建築物（中分類）

学校

公営住宅

ｽﾎﾟｰﾂ施設

庁舎等

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設

文化施設

幼稚園・保育園・こども園

産業系施設

供給処理施設

消防施設

集会施設

保健施設

博物館等

図書館

その他行政系施設

幼児・児童施設

高齢福祉施設

その他教育施設

その他 8,429㎡

2,010㎡

2,573㎡

3,272㎡

3,359㎡

3,821㎡

4,135㎡
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第２章 公共施設等の現況及び将来の見通し 

イ 公共建築物の築年数別整備状況 

計画策定時の築年数と現在（９年後）の築年数を延床面積で比較すると、「築４０年以上」が１８.１％ 

→２８.７％、「築３０年以上」が３５.５％→５１.５％となり、大幅に施設の老朽化が進んでいます。（図表２.

４参照） 

 

図表２.４ 施設の構造別・築年数別の状況（Ｒ７.３.３１現在） 
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第２章 公共施設等の現況及び将来の見通し 

ウ 公共建築物の耐震化の状況 

公共建築物の耐震化の状況では、建築基準法の耐震基準が昭和５６年（１９８１年）に改正されました

が、この新基準に該当する建物は全体の約７９％です。旧耐震基準の建物は、約２１％を占めますが、こ

れらは、優先順位に応じて耐震改修等を進めています（図表２.５参照）。 

 

図表２.５ 保有する建物の耐震基準の状況 
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第２章 公共施設等の現況及び将来の見通し 

（３）インフラ資産の現況と課題 

ア 道路の整備状況 

インフラ資産のうち道路の整備状況は、令和６年度（２０２４年度）末時点で、１級市道が１７６,２９２ｍ、

２級市道が１８３,８６４ｍ、その他の市道が８６７,４０４ｍとなっています。これらの市道については、引き

続き優先順位を定めて、新設改良、狭小箇所拡幅、側溝整備、路肩の整備及び舗装の整備等を実施しま

す。 

 

イ 橋りょうの整備状況 

橋りょうは、既に耐用年数（６０年）を過ぎたものも現れており、安全面を中心に万全の対応策が求め

られています（図表２.６参照）。本市では、「真庭市道路橋梁・大型カルバート 長寿命化修繕計画」を策

定し、従来の対症療法型から、「損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う」予防保全型へ転換を図り、

計画的な維持管理・修繕を実施しています。 

 

図表２.６ 橋りょう構造・年度別整備面積  市資料：令和６年度末時点 

 

 

ウ 上水道及び簡易水道の整備状況 

上水道及び簡易水道は、導水管２０,５５９ｍ、送水管９２,６５５ｍ、配水管８０６,２１７ｍが整備されて

います。これら整備された水道管は、老朽化等が進んでおり多額の更新整備費用が必要となります。耐

用年数を勘案した計画的に維持管理・修繕及び更新を実施しています。 

 

  

耐用年数（60 年）を超える年（昭和 40 年以前） 
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第２章 公共施設等の現況及び将来の見通し 

エ 下水道及び農業集落排水の整備状況 

下水道及び農業集落排水は、昭和６３年（１９８８年）頃から整備が始まり、その後、整備延長は

増加を続け、平成２０年（２００８年）頃にピークを迎えました。これらの管渠は、本計画の計画期間

中（令和３８年（２０５６年）まで）には、順次耐用年数（５０年）を迎えることになります（図表２.７参

照）。また、整備が短期間に集中している分、更新時期が集中するため、ストックマネジメント計画

により維持管理・修繕及び更新を実施しています。 

 

図表２.７ 下水道管 年度別整備延長 市資料：令和６年度末時点 

 

 

（４）過去に行った対策の実績・保有量の推移 

公共施設の縮減状況は、平成２７年度末時点で３５１,３３６.６３㎡あった総延床面積が、建物の解体や用

途廃止に努め、令和６年度末までに３８,７９６.６５㎡（全体の１１.０４％）の延床面積を縮減することができ

ました。しかし、新築や用途変更等により２５,３２９.８９㎡（全体の７.２１％）の増となっており、令和６年度

末時点の総延床面積は、３３７,８６９.８７㎡で計画策定時から９年間で１３,４６６.７６㎡（全体の３.８３％）の

延床面積の縮減にとどまっています（図表２.８参照）。 

 

図表２.８ 施設保有量の推移 

 
                                         （単位：㎡） 
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第２章 公共施設等の現況及び将来の見通し 

各年度における公共施設等の延床面積の「縮減」及び「増加」となる対策（理由）並びに施設名は、以下の

とおりです（図表２.９、図表２.１０参照）。 

 

図表２.９ 延床面積の「縮減」したもの 

年度 
「縮減」対策 

（理由） 
施 設 名 

平成２８年度 
（２０１６） 

解体 北部火葬場の一部 

廃止 勝山庁舎車庫 

譲渡 岩井谷農産加工処理施設 

平成２９年度 
（２０１７） 

解体 川東小学校の一部、真庭火葬場 

廃止 湯原温泉独楽の博物館、蒜山山菜そば茶屋、勝山学校給食共同調理場、勝山庁舎及び車庫 

平成３０年度 
（２０１８） 

解体 土居上住宅１棟 
廃止 樹皮加工処理施設、北房４小学校、北房２保育園・３幼稚園 
譲渡 クリエイト菅谷河田民家、落合うぐいすプラザ 

令和元年度 
（２０１９） 

解体 鍋屋中住宅５棟 

廃止 勝山美しい森、二川小学校、北房教員住宅 

令和２年度 
（２０２０） 

解体 神庭の滝（観楓荘・管理舎）、そばの館、落合方面隊６－２消防機庫、多田西住宅４棟 

廃止 蒜山図書館、北房英賀公園、消防署旧湯原分署 

譲渡 新建住宅 

令和３年度 
（２０２１） 

解体 
吉公民館、追分公園休憩所、旧北房中学校プール、旧湯原庁舎等、落合方面隊１－１ポンプ保管
庫、宮田バス停留所 

廃止 
旧勝山図書館、美甘プール、出雲街道公衆トイレ、二川へき地保育所、旦土保育園、落合方面隊４
－２消防機庫 

令和４年度 
（２０２２） 

解体 市営久世プール、自然休暇村直売所、多田西住宅２棟、東町上住宅１棟、若代住宅１棟 

廃止 
湯原地区生活改善センター、湯原健康増進センター、湯原体育館、出雲街道トイレ（延風）、 
二川福祉のむらづくり拠点施設、落合方面隊６－６消防機庫、旧川上支局庁舎車庫・防災無線室 

令和５年度 
（２０２３） 

解体 
北房分署、北町住宅、黒尾住宅、旭住宅、美甘こども園倉庫、担い手研修施設、蒜山高原スポーツ
公園（プール）、自然牧場公園畜舎、津黒泉源公園脱衣場・便所、三平山キャンプ場（炊事場・便
所・休憩所）、都市住民交流施設トイレ 

廃止 
北房方面隊４分団第３部消防器庫（平・八幡町）、行政文章書庫、旧蒜山郷土館、中和ファーマー
ズビレッジ、コスモスの里施設（トイレ・観光会館・休憩所） 

令和６年度 
（２０２４） 

解体 川上出張所庁舎、岩内農機具庫 

廃止 
北町公園（屋外トイレ・体育館・典武館）、蒜山高原スポーツ公園青少年研修センター（研修所・機
械室）、そうめん流しロッジ山乗渓谷（休憩所）、美甘コミュニティセンター、美甘シルバーセンタ
ー、久世保育園 

譲渡 福寿荘 

 

図表２.１０ 延床面積の「増加」したもの 

年度 
「増加」対策 

（理由） 
施 設 名 

平成２９年度 
（２０１７） 

新築 
中央図書館バイオマスボイラー棟、北房ダム発電室、北房小学校、北房こども園、北房放課後児
童クラブ、真庭火葬場 

転用 中央図書館（変更前：勝山庁舎） 

令和元年度 
（２０１９） 

新築 遷喬小学校放課後児童クラブ、落合方面隊６－２消防機庫 

令和２年度 
（２０２０） 

新築 蒜山ライディングパーク（トイレ） 

増築 
勝山中学校（給食共同調理場）、米来幼稚園（保育室）、湯原ふれあいセンター内へ湯原振興局、 
湯原保健センター内へ消防署湯原分署 

令和３年度 
（２０２１） 

新築 
グリーナブル展示棟・展示棟別棟、風の葉、サイクリングセンター、神庭の滝（サル監視小屋外）、 
真庭中央食育センター、湯原振興局倉庫、落合方面隊４－２消防機庫 

購入 道の駅蒜山高原サイクリングターミナル 

令和４年度 
（２０２２） 

新築 そばの館、落合方面隊６－６消防機庫 

寄付 シェアオフィス蒜山ひととき 

転用 二川みらいづくりセンター（変更前：二川小学校） 

令和５年度 
（２０２３） 

新築 北房分署、上蒜山登山口公衆トイレ 

令和６年度 
（２０２４） 

新築 
蒜山分署、生ごみ資源化施設、バイオ液肥濃縮施設、落合小学校区放課後児童クラブ、学習交流
センター 
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第２章 公共施設等の現況及び将来の見通し 

２ 人口の見通し 

（１）人口 

真庭市人口ビジョン（Ｒ７.３月改訂）では、出生率の向上や若年層・子育て世代の転入促進、転出抑制の

施策を反映し、仮定どおり改善が進めば、令和２２年（２０４０年）の人口は３１,83０人と推計しています。

これは「第３次真庭市総合計画」の人口フレームと整合しています。 

令和２２年の年齢別人口構成では、少子高齢化が一層進んでいます。（図表２.１１参照）： 

・生産年齢人口（１５～６４歳）：４６.４％ 

・高齢人口（６５歳以上）：４２.６％ 

・年少人口（１５歳未満）：１１.０％ 

 

図表２.１１ 年齢三区分別人口の推移 

 

※実績：国勢調査（時系列データ） 

※推計：真庭市人口ビジョン（Ｒ７.３月改定） 
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第２章 公共施設等の現況及び将来の見通し 

３ 財政の現状及び公共施設等に係る中期的な経費の見込み 

（１）財政の現状 

本市の一般会計の歳入歳出決算総額は増加傾向にあり、令和２年度は新型コロナウイルス対策による

一時的な増加が見られました。今後は人口減少と高齢化の進行により行政需要の増加が見込まれる一

方、生産年齢人口の減少に伴い市税収入の減少が想定されます。歳出規模の拡大が続く中、安定した歳入

の確保が課題となっています。 

 

ア 歳入 

平成２７年度から令和６年度までの１０年間の歳入の平均は約３５１億円で、このうち自主財源である

市税は約５１億円で、その占める割合は１４.６％となっており、この１０年間は約５０億円から約５３億円

の範囲で推移しています。 

市税収入は個人市民税や固定資産税を中心にほぼ横ばいですが、国・県支出金は新型コロナウイルス

感染症対策等による増、地方債は施設整備や除却で増となっています（図表２.１２参照）。 

 

図表２.１２ 歳入決算額の推移（普通会計決算）：令和６年度末時点 
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第２章 公共施設等の現況及び将来の見通し 

図表２.１３ 歳入決算額の内訳（普通会計決算）：平成２７年度～令和６年度の平均 

 

※自主財源は、市が自主的に収入することができる財源のことで、市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料な

どがあります。一方、依存財源は、国や県により定められたり、割り当てられたりする補助金・交付金のほか、地方

公共団体が実施する建設事業に充当するために借り入れる地方債などの財源のことです。 

 

 

イ 歳出 

一方、平成２７年度から令和６年度までの１０年間の歳出の平均は、約３３５億円で、このうち義務的経

費の合計は約１４１億円となり、歳出に占める割合は約４２.１％となっています（図表２.１５参照）。 

人件費は職員数の維持や賃金上昇等で増加しています。扶助費は福祉需要の増加に加え、新型コロ

ナウイルス感染症対策など、国の制度による各種給付金支給による一時的な増加もあります。投資的経

費（普通建設事業費）は年度ごとに変動がありますが、大規模な施設整備事業の実施により増となって

います（図表２.１４参照）。 

 

  

自主財源, 

27%

依存財源, 73%

市税, 14.7%

繰越金, 4.6%

繰入金, 2.8%

諸収入, 1.5%

使用料, 1.0%

その他の自主財源, 

2.4%

地方交付税, 41.0%

市債, 

12.1%

国庫支出金, 

10.8%

県支出金, 4.7%

地方消費税交付金, 2.7%

地方贈与税, 1.0%

その他の依存財源, 0.7%
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第２章 公共施設等の現況及び将来の見通し 

図表２.１４ 歳出決算額の推移（普通会計決算）：令和６年度末時点 

 
 

図表２.１５ 歳出決算額の性質別内訳（普通会計決算）：平成２７年度～令和６年度の平均 

 

  

義務的経費

42.1%

投資的経費

16.7%

その他経費

41.2%

人件費18.1%

扶助費 10.3%

公債費 13.7%

投資的経費 16.7%

物件費 13.0%

維持補修費 2.0%

補助費等 10.6%

繰出金 8.8%

積立金等 6.8%

●平成２７年度～令和６年度の平均 

 歳出合計 約３３５億円 

 うち義務的経費 約１４１億円 
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第２章 公共施設等の現況及び将来の見通し 

ウ 投資的経費 

投資的経費とは、公共施設の建設・整備や、道路・上下水道のインフラ整備、災害復旧など、支出の効

果が資本形成につながり、施設等が将来にわたって資産として残る費用を指します。 

計画策定後、平成２８年度から令和６年度までの９年間の投資的経費の平均は約５２億円、最大で約６

５億円（平成２９年度）。このうち公共建築物に係る投資的経費の平均は約２６億円、最大で約３９億円

（平成２９年度）となっています（図表２.１６参照）。 

 

図表２.１６ 投資的経費の推移及び内訳（普通会計決算）：令和６年度末時点 

 

※地方財政状況調査資料を基に作成 

  

公共施設に係る投資的経費 約 26.2億円/年平均 

投資的経費 総額 約 52.1 億円/年平均 
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第２章 公共施設等の現況及び将来の見通し 

（２）有形固定資産減価償却率の推移（老朽化の状況） 

本市が保有する資産がどれだけ老朽化したかを表す有形固定資産減価償却率は、県内市平均と比較し

ても低い水準にありますが、毎年上昇し続け、令和５年度には類似団体平均を上回っており、施設の老朽

化が進んでいる状況です（図表２.１７参照）。 

 

図表２.１７ 有形固定資産減価償却率の推移 

 

※有形固定資産減価償却率：有形固定資産のうち建物などの償却資産の取得価格に対する減価償却累計額の割合

を計算することにより、保有する資産が取得からどの程度老朽化したかを表す指標 

※類似団体：国勢調査に基づく人口規模及び産業構造で市町村を分類し、同じ区分に属する全国の市町村 

※資料：岡山県公表「財政状況資料集（令和３年度決算及び令和５年度決算）」を基に作成 
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第２章 公共施設等の現況及び将来の見通し 

（３）財政の見通し（財政計画） 

真庭市中期財政計画（令和７年１０月）では、歳入は人口減少に伴う地方税の減収や地方交付税の減額

により、減少傾向が見込まれています。一方、歳出は賃金上昇による人件費や物件費の増加、大型普通建

設事業に伴う公債費の増加があるものの、人口減少等による扶助費の減少もあり、全体としては概ね横ば

いと見込まれています。このため、令和８年度以降も予算ベースでは赤字が続く、非常に厳しい財政状況

が想定されています。 

こうした中、新たな行政課題に対応し、限られた財源で各種事業を推進するため、歳入では税外収入の

確保に努め、歳出では事務事業の見直しによるコスト削減や、公共施設の最適化によるライフサイクルコス

トの抑制など、積極的な歳出削減を進めます。 

また、部局間の連携・調整を図り、事業の重複を防ぐとともに、各事業については、これまでの費用対効

果を十分に検証した上で、必要性や継続性を評価し、今後の方向性を検討します。さらに、将来の財政負

担を見据え、後年度負担を的確に把握し、計画的な財政運営を推進します（図表２.１８参照）。 

 

図表２.１８ 歳入・歳出の見通し 

単位：百万円 

区分 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

（決算） （決算） （決算） （決算） （決算） （見込） 
     

歳
入 

地方税 ５,１２８ ５,１９０ ５,２９９ ５,１３３ ４,９８０ ５,１６６ ５,１７３ ５,１２０ ５,０７７ ５,０３６ ４,９５３ 

地方譲与税等 １,５４４ １,７５１ １,７２１ １,６８４ ２,０４５ １,８４０ １,８３４ １,８３４ １,８３４ １,８３４ １,８３４ 

地方交付税 １３,８８４ １４,７５６ １４,６２２ １４,６０２ １５,０２５ １４,２９８ １４,２９５ １４,５３４ １４,６０６ １４,４８３ １４,３０７ 

国・県支出金 １０,５５０ ６,４７２ ５,９８１ ５,９１０ ５,５１５ ４,９２７ ４,９６７ ４,６７７ ４,９４８ ５,４５３ ５,４１４ 

地方債 ３,７６６ ４,４４７ ３,８２４ ４,１０２ ４,９４８ ２,９７６ ３,０６９ ２,６００ ３,０１１ ２,８４９ ２,０９１ 

その他歳入 ４,９７１ ３,５２１ ４,０３８ ４,９９０ ６,１３８ ４,８２８ ４,３７６ ４,６５５ ４,１８１ ３,８６４ ４,３６１ 

合計 ３９,８４３ ３６,１３７ ３５,４８５ ３６,４２１ ３８,６５１ ３４,０３５ ３３,７１４ ３３,４２０ ３３,６５７ ３３,５１９ ３２,９６０ 

歳
出 

義務的経費 １５,０４６ １５,６８８ １５,２７０ １５,５２４ １５,４７９ １５,２５３ １５,３９１ １５,７７９ １５,９９０ １５,９３０ １５,８２６ 

 人件費 ６,４６０ ６,５０６ ６,５１３ ６,５１７ ６,８６６ ７,３２３ ７,２９７ ７,３３７ ７,４７５ ７,５３５ ７,５５２ 

 扶助費 ３,２５１ ４,１４７ ３,４６９ ３,８２７ ３,５７５ ３,９１０ ３,９２０ ３,９２４ ３,８８７ ３,８５３ ３,８２１ 

 公債費 ５,３３５ ５,０３５ ５,２８８ ５,１８０ ５,０３８ ４,０２０ ４,１７４ ４,５１８ ４,６２８ ４,５４２ ４,４５３ 

投資的経費 ５,９１９ ５,５４８ ４,９４７ ５,２５９ ６,２６９ ４,１２２ ５,０１０ ４,５１０ ４,５１０ ４,５１０ ４,５１０ 

  普通建設事業費 ５,５２８ ５,３４３ ４,８１０ ５,１９４ ６,２０５ ４,１１９ ５,０００ ４,５００ ４,５００ ４,５００ ４,５００ 

  災害復旧事業費等 ３９１ ２０５ １３７ ６５ ６４ ３ １０ １０ １０ １０ １０ 

その他経費 １７,６８６ １３,３４０ １３,３００ １３,６０６ １５,１８４ １４,６６０ １４,４５０ １４,１４９ １４,１９９ １４,１２７ １３,９０４ 

合計 ３８,６５１ ３４,５７６ ３３,５１７ ３４,３８９ ３６,９３２ ３４,０３５ ３４,８５１ ３４,４３８ ３４,６９９ ３４,５６７ ３４,２４０ 

実質収支 １,１９２ １,５６１ １,９６８ ２,０３２ １,７１９ ０ ▲１,１３７ ▲１,０１８ ▲１,０４２ ▲１,０４８ ▲１,２８０ 

※資料：真庭市中期財政計画（令和７年１０月）を基に作成 

  

計画期間 
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第２章 公共施設等の現況及び将来の見通し 

（４）公共建築物の更新整備費用の推計 

今後４０年間で保有するすべての公共建築物を更新及び大規模改修した場合の費用を推計すると、総

額は約１,４４７.８億円で、年平均約３６.２億円が必要となり、充当可能推計額と１３.６億円のかい離が生じ

ると推計しています（図表２.１９参照）。 

 

図表２.１９ 将来更新整備費用の推計（公共建築物）：令和６年度末時点 

 

 

 

【更新整備費用等推計条件】 

 建替えの目標耐用年数を６０年とし、建築物の部位・設備に不具合・故障が生じた後に、修繕、改修等を行う場合

のコスト試算モデルを「事後保全型」とした。 

 すべての公共建築物について「事後保全型」による施設保全を実施することを想定し、公共建築物を維持・更新し

ていく場合にかかるコストを試算した。 

 詳細は「第５章 資料編 ２ 更新整備費用の推計条件」を参照してください。 

  

財政計画から見込んだ 

充当可能推計額 

約 22.6 億円 

年平均更新整備費用の試算 

約 36.2 億円 

４０年間の更新整備費用総額 

約 1,447.8 億円 

公共建築物の延床面積 

約 33.8 万㎡ 

充当可能推計額と約１３.６億円 

のかい離がある。 
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第２章 公共施設等の現況及び将来の見通し 

（５）公共施設の維持管理費の実績と推計 

図表２.２０は、公共施設の維持管理費における歳入・歳出について、令和元年度（２０１９年度）から令和

６年度（２０２４年度）までの実績と、令和７年度（２０２５年度）から令和１２年度（２０３０年度）までの推計を

示したものです。 

施設を維持していくために必要な歳出に対し、使用料等の歳入は、わずか１５％（令和６年度）となって

います。また、歳出のほとんどが市の財政負担（一般財源）であり、物価高騰・人件費増により市の財政負

担は、令和元年度（２０１９年度）から令和１２年度（２０３０年度）で１.５倍に増加すると推計しています（図

表２.２０参照）。 

 

図表２.２０ 公共施設の維持管理費の実績と推計 

 

 

【公共施設の維持管理費の実績と推計】 

〈実績〉 

歳入：使用料、手数料、指定管理施設納付金、土地建物貸付収入 等の合計 

歳出：施設維持管理費、指定管理者委託料 等の合計 

〈推計〉 

歳入：令和元年度～令和６年度の減少率より推計 

歳出：令和７年度以降、前年度額に対して物価上昇率１.５％増で推計 
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第２章 公共施設等の現況及び将来の見通し 

（６）インフラ資産の更新整備費用の推計 

インフラ資産の今後４０年間の整備費の総額は約１,７１１.６億円で、年平均約４２.８億円となります。イン

フラ資産についても公共建築物と同様に、将来必要となる改修費、更新等を賄うためには、長寿命化対策

や維持管理費の効率化によるコスト削減等の施策を実施します（図表２.２１参照）。 

 

図表２.２１ 将来更新整備費用の推計（インフラ資産）：令和６年度末時点 

 

【更新整備費用等推計条件】 

 インフラ資産の分類毎に更新年数と更新単価を定めている。 

 詳細は「第５章 資料編 ２ 更新整備費用の推計条件」を参照してください。 

※公共施設等更新費用試算ソフト（一般財団法人 地域総合整備財団）を用いて算定 

 

  

40 年間の整備費用総額 

約１,７１１.６億円 

年平均整備費用の試算 

約４２.８億円 
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第２章 公共施設等の現況及び将来の見通し 

４ 長寿命化対策を行った場合の見込み・効果額 

（１）公共建築物の長寿命化対策について 

長寿命化とは、老朽化した建物の構造・設備・機能等の耐久性を高め、建物自体をできるだけ長く利用

する手法です。この手法により将来更新整備費用の縮減と平準化を行います。 

長寿命化対策を行った場合の見込み・効果額を把握するために、公共建築物のコスト試算モデルとして、

「事後保全型」と「予防保全型」を定めて試算しました。 

 

①事後保全型 

建替えの目標耐用年数を６０年とし、建築物の部位・設備に不具合・故障が生じた後に、修繕、改修 

等を行う場合のコスト試算モデル 

図表２.２２ 事後保全型の建替えおよび改修のイメージ 

 

 

②予防保全型 

建替えの目標耐用年数を８０年とし、長期間にわたって建物を使用していくために、４０年目に建物 

の機能や性能を現在の公共建築物に求められている社会的要求水準にまで引き上げる改修（長寿命 

化改修）及び６０年目に機能回復の改修を行う場合のコスト試算モデル 

図表２.２３ 予防保全型の建替えおよび改修のイメージ 
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第２章 公共施設等の現況及び将来の見通し 

（２）公共建築物の更新整備費用の推計シミュレーション 

令和８年度（２０２６年度）から令和４７年度（２０６５年度）までの４０年間について、①事後保全型と②事

後保全型＋予防保全型による更新整備費用のシミュレーションを行いました（図表２.２４参照）。 

公共建築物を①事後保全型のまま更新した場合、年間更新整備費用は約３６.２億円と推計しています。

②事後保全型＋予防保全型の場合の年間更新整備費用は約３２.３億円となり、約３.９億円の削減効果が

見込める結果となっています。 

 

図表２.２４ 公共建築物の長寿命化を行った場合のシミュレーション結果 

 

 

 

 

 

 

 

【公共建築物更新整備費用の推計シミュレーション】 

①事後保全型の試算条件 

 すべての公共建築物について「事後保全型」による施設保全を実施することを想定し、公共建築物を維持・更新し

ていく場合にかかるコストを試算 

   

②事後保全型＋予防保全型の試算条件 

 下記の対象施設については「予防保全型」を、その他の公共建築物については「事後保全型」による施設保全を実

施することを想定し、公共建築物を維持・更新していく場合にかかるコストを試算 

※「予防保全型」の対象施設 

平成３年（１９９１年）以降築・延床面積３００㎡以上・構造が鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造 

※詳細は「第５章 資料編 ３ 公共建築物更新整備費用の推計シミュレーション」を参照してください。 

  

ケース 区分 
対象面積 

（万㎡） 

４０年間合計 

（億円） 

年平均 

（億円） 

①事後保全型 事後保全型 ３３.７９ １,４４７.８ ３６.２ 

②事後保全型 

   ＋ 

予防保全型 

事後保全型 １６.５４ ７７３.８ １９.３ 

予防保全型 １７.２５ ５１８.０ １３.０ 

合計 ３３.７９ １,２９１.９ ３２.３ 
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第２章 公共施設等の現況及び将来の見通し 

（３）インフラ資産に係る長寿命化計画等 

ア 橋梁・大型カルバートの長寿命化計画 

本市では、「道路橋梁」および「大型カルバート」（以下、あわせて「橋梁」という）の戦略的な維持管理・

更新に関する方針を定めた「真庭市 道路橋梁・大型カルバート 長寿命化修繕計画」を策定しています。 

この計画では、今後予想される橋梁の老朽化や維持管理費の増大に対応するため、従来の「事後保全

型の維持管理」から、損傷が軽微なうちに補修を行う「予防保全型の維持管理」へと転換します。 

さらに、点検・計画・修繕という橋梁アセットマネジメントの考え方を導入し、道路ネットワークの安全

性・信頼性の確保を図るとともに維持管理及び更新整備費用の縮減と平準化を目指した取組を行って

います。 

図表２.２５は、橋梁の長寿命化計画で検討された対策費用のシミュレーション結果を示したものです。 

２巡目点検（２０１９～２０２３年度）の点検結果を基に今後４０年間の対策費用をシミュレーションした

結果、単年度平均で約２億円の対策費用が必要となりますが、従来の事後保全型の維持管理と比較す

ると、約１８１億円のコスト縮減が見込まれるとともに、一時的なコスト増も抑制され必要予算の平準化

が可能となります。 

 

図表２.２５ 橋梁の更新等費用の推計（長寿命化等対策前後） 

 

※資料：真庭市 道路橋梁・大型カルバート長寿命化修繕計画（令和７年１月）を基に作成 
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第２章 公共施設等の現況及び将来の見通し 

イ 水道事業経営戦略 

水道事業（簡易水道事業を含む）については、平成２９年度から令和８年度までの１０年間の経営の指

針となる経営戦略を策定しています。 

令和５年度の時点修正による中長期的な財政シミュレーションでは、今後１０年間（平成２９年度（２０１

７年度）～令和８年度（２０２６年度）の更新等費用（建設改良事業費）の実績と計画については、水道事

業と令和２年度に経営統合した簡易水道事業の総額は約３６.８億円で年間約３.７億円となっています

（図表２.２６参照）。 

 

図表２.２６ 水道事業の投資的経費 

 

 

 

ウ 下水道事業経営戦略 

下水道事業（公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、小規模集合排水処

理事業）についても平成２９年度から令和８年度までの１０年間の経営の指針となる経営戦略を策定し

ています。 

令和５年度の時点修正による中長期的な財政シミュレーションでは、今後１０年間（平成２９年度（２０１

７年度）～令和８年度（２０２６年度）の更新等費用（建設改良事業費）の実績と計画については、総額約８

６.４億円で年間約８.６億円となっています（図表２.２７参照）。 

 

図表２.２７ 下水道事業の投資的経費 

 

 

  

(百万円)

年次
平成29年度

（ 決 算 ）
平成30年度

（ 決 算 ）
令和元年度
（ 決 算 ）

令和2年度
（ 決 算 ）

令和3年度
（ 決 算 ）

令和4年度
（ 決 算 ）

令和5年度
（ 3月補正予算見込 ）

令和6年度
（当初予算見込 ）

令和7年度 令和8年度 合計 平均

建設改良
事業費

719 267 185 540 440 241 227 329 365 365 3,677 368

(百万円)

年次
平成29年度

（ 決 算 ）
平成30年度

（ 決 算 ）
令和元年度
（ 決 算 ）

令和2年度
（ 決 算 ）

令和3年度
（ 決 算 ）

令和4年度
（ 決 算 ）

令和5年度
（ 3月補正予算見込 ）

令和6年度
（当初予算見込 ）

令和7年度 令和8年度 合計 平均

建設改良事
業費

819 585 408 1,021 1,309 851 548 929 1,174 1,000 8,644 864
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第２章 公共施設等の現況及び将来の見通し 

（４）策定済の個別施設計画 

ア 公営住宅に係る個別施設計画 

図表２.２８は、公営住宅等長寿命化計画で検討された、改善対象住棟のＬＣＣ縮減効果の算定結果を

示したものです。 

公営住宅等長寿命化計画では、耐火構造の公営住宅については、国の公営住宅等長寿命化計画策定

指針に基づきＬＣＣを算定します。また、木造住棟のＬＣＣ縮減効果算定についても、耐火住棟のＬＣＣ縮

減効果算定に準じたもので計算しています。 

ＬＣＣ縮減効果算定の結果、以下の改善事業対象団地において、仮定する改善事業費（長寿命化型及

び福祉対応型）におけるＬＣＣの縮減効果に係る算定結果は、以下のとおりとなっています。 

したがって、仮改善事業費の支出が概ね以下の時期頃までであれば、事業投資として問題はないと考

えられます。 

  

図表２.２８ 改善対象住棟のＬＣＣ縮減効果算定結果 

 

※資料：真庭市公営住宅等長寿命化計画２０２１－２０３０（令和３年３月）を基に作成  

団地名
管理
戸数

棟当
たり
戸数

構造
建設
年度

建設
年代

構造
モデル
住棟

経過
年数

改善時
経過年数

管理期
間

改善事業費
(千円/戸)

除却費
(千円/戸)

棟当たり
LCC
縮減効果
(千円/年)

戸当たり
LCC
縮減効果
(千円/年)

事業内容 事業時期

原方新 48 48 中層耐火 H18 H17 中耐片廊下型 H17中耐片廊下型 14 24 70 1,600 1,000 17,928 373 長寿命化型
R12年度
（2030）

江川 16 16 中層耐火 S56 S60 中耐階段室型 S60中耐階段室型 39 41 70 500 1,000 2,079 130
長寿命化型
〔ベランダ〕

R3年度
（2021）

立誠 60 30 中層耐火 H6 H7 中耐階段室型 H7中耐階段室型 26 30 70 1,180 1,000 7,218 241 長寿命化型
R6～R7年度

（2024～2025）

中津井 10 2 木造 H7 H7 中耐階段室型 H7中耐階段室型 25 29 45 2,946 1,000 159 79 長寿命化型
R6年度
（2024）

水田 10 2 木造 H9 H7 中耐階段室型 H7中耐階段室型 23 33 45 2,000 1,000 200 100 長寿命化型
R11年度
（2029）

草沢 6 2 木造 S63 S60 中耐階段室型 S60中耐階段室型 32 39 45 2,000 1,000 74 37 長寿命化型
R9年度
（2027）

寺前 16 4 木造 H5 H7 中耐階段室型 H7中耐階段室型 27 35 45 2,000 1,000 183 46 長寿命化型
R10年度
（2028）

若代 6 2 木造 H4 H7 中耐階段室型 H7中耐階段室型 28 36 45 2,000 1,000 129 64 長寿命化型
R10年度
（2028）

石原 10 2 木造 H3 H7 中耐階段室型 H7中耐階段室型 29 30 45 2,000 1,000 152 76 長寿命化型
R3年度
（2021）

石原
（特定）

4 1 木造 H5 H7 中耐階段室型 H7中耐階段室型 27 32 45 2,000 1,000 71 71 長寿命化型
R7年度
（2025）

組（公営・
特定）

18 2 木造 H6 H7 中耐階段室型 H7中耐階段室型 26 32 45 2,000 1,000 171 85 長寿命化型
R8年度
（2026）

旭 4 2 木造 S61 S60 中耐階段室型 S60中耐階段室型 34 36 45 2,000 1,000 152 76 長寿命化型
R4年度
（2022）

旭 6 2 木造 S62 S60 中耐階段室型 S60中耐階段室型 33 35 45 2,000 1,000 120 60 長寿命化型
R4年度
（2022）

第２旭
（梅）

4 2 木造 H9 H7 中耐階段室型 H7中耐階段室型 23 33 45 2,000 1,000 200 100 長寿命化型
R11年度
（2029）

第２旭
（竹）

4 4 木造 H9 H7 中耐階段室型 H7中耐階段室型 23 33 45 2,000 1,000 399 100 長寿命化型
R11年度
（2029）

第２旭
（松）

4 1 木造 H9 H7 中耐階段室型 H7中耐階段室型 23 33 45 2,000 1,000 88 88 長寿命化型
R5年度
（2023）

禾津(101
～502）

11 2 木造 H9 H7 中耐階段室型 H7中耐階段室型 23 28 45 2,231 1,000 184 92 長寿命化型
R5年度
（2023）

湯の谷 2 2 木造 H6 H7 中耐階段室型 H7中耐階段室型 26 32 45 2,000 1,000 171 85 長寿命化型
R8年度
（2026）

緑が丘 6 3 木造 H2 S60 中耐階段室型 S60中耐階段室型 30 37 45 2,000 1,000 135 45 長寿命化型
R9年度
（2027）

緑が丘 4 2 木造 H4 H7 中耐階段室型 H7中耐階段室型 28 33 45 2,000 1,000 97 49 長寿命化型
R7年度
（2025）

緑が丘 4 2 木造 H7 H7 中耐階段室型 H7中耐階段室型 25 30 45 2,000 1,000 255 128 長寿命化型
R7年度
（2025）

緑が丘 6 2 木造 H10 H7 中耐階段室型 H7中耐階段室型 22 32 45 2,000 1,000 202 101 長寿命化型
R12年度
（2030）

緑が丘 4 2 木造 H11 H7 中耐階段室型 H7中耐階段室型 21 31 45 2,000 1,000 246 123 長寿命化型
R12年度
（2030）

国久(1,2
号)

2 2 木造 H15 H17 中耐階段室型 H17中耐階段室型 17 22 45 2,579 1,000 164 82 長寿命化型
R6年度
（2024）

国久(3.4
号)

2 2 木造 H16 H17 中耐階段室型 H17中耐階段室型 16 20 45 2,579 1,000 156 78 長寿命化型
R6年度
（2024）

改善事業対象住棟概要 維持期間 事業費仮定値 LCC縮減効果算定結果
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第２章 公共施設等の現況及び将来の見通し 

イ 学校施設に係る個別施設計画 

図表２.２９は、学校施設マネジメント基本方針で検討された更新等費用のシミュレーション結果（長寿

命化の効果）を示したものです。 

これによると、長寿命化改修を行った場合には、従来と同様に維持・更新を行った場合と比較して、延

床面積を維持した場合で８.９％、延床面積の縮減を図った場合で１４.２％のコストの縮減を図ることが

できると考えられます。 

一方で、各期間にかかるコストをみると、２０２９年度（令和１１年度）から２０３８年度（令和２０年度）や

２０４９年度（令和３１年度）から２０５８年度（令和４０年度）の１０年間には、大規模改造や建替えの実施

によりコストの集中が見込まれることから、コストの平準化に向けた取組が必要です。 

以上のことから、財政負担の軽減に向けて、学校施設の配置、運営面・活用面、施設整備における民間

活用等の多面的な取組の検討が必要です。 

 

図表２.２９学校施設の更新等費用のシミュレーションの結果（長寿命化の効果） 

 

※資料：真庭市学校施設マネジメント基本方針（令和２年２月）を基に作成 
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第２章 公共施設等の現況及び将来の見通し 

ウ 幼児教育・保育施設に係る個別施設計画 

図表２.３０は、真庭市幼児教育・保育施設マネジメント基本方針で検討された更新等費用のシミュレー

ション結果（長寿命化の効果）を示したものです。 

これによると、令和６年度（２０２４年度）から令和４５年度（２０６３年度）までの４０年間で約６９億円

の費用を要し、従来の築後５０年で改築する手法と比較しても約１億円の削減にとどまる結果となりま

した。 

この要因としては、築後５０年を超える施設が多く、劣化の著しい部位の補修や長寿命化改修が必要

な施設が多いことが挙げられます。また、改築時期が令和１５年度（２０３３年度）以降に集中することか

ら、特定期間におけるコストの偏りも見込まれます。 

以上のことから、施設数を維持したままでは大幅なコスト削減効果は見込めないことから、今後は出

生数の推移や地域的・地理的条件、地域住民の意見などを踏まえつつ、例えば小学校の余裕教室を活用

した複合化や、複数園の集約による施設数の削減など、総コストを削減する視点でも検討していくこと

が必要です。 

 

図表２.３０ 幼児教育・保育施設の費用のシミュレーションの結果（長寿命化の効果） 

 

※資料：真庭市幼児教育・保育施設マネジメント基本方針（令和６年３月）より  
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第３章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

第３章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

 

１ 現況及び課題に関する基本認識 

（１）公共施設等の更新整備費用と財政状況 

本市の公共建築物の多くは、計画期間内（２０５６年まで）に更新（建替え）時期を迎えます。今後４０年間

に必要となる更新整備費用は、公共建築物で約１,４４７.８億円（年平均約３６.２億円）と推計しており、本

計画策定時と比較して、年平均で約２.５億円の増加となっています。 

また、インフラ資産についても、更新整備費用は約１,７１１.６億円（年平均約４２.８億円）に上る見込みで

す。なお、これらの費用には、維持管理費及び運営費は含まれていません。 

一方、財政状況としては、人口減少に伴う地方税の減収や地方交付税の減額、賃金上昇による人件費の

増加等により、今後の財政状況は非常に厳しく、すべての公共施設等の維持・管理及び更新整備費用を賄

うことは困難となる状況が推察されます。 

 

（２）人口推計 

本計画策定時（平成２９年３月）には、令和２２年（２０４０年）の人口を３４,０４４人と見込んでいましたが、

真庭市人口ビジョン（令和７年３月改訂）では、同年の人口を３１,８３０人と推計しています。 

平成２７年（２０１５年）１０月の国勢調査人口４６,１２４人を基準にすると、２０４０年までの人口減少率は、

当初想定の約２６％から約３１％へと拡大しており、人口減少は当初の想定よりも約１.２倍の速さで進んで

いることが分かります。 

図表３.３ 人口減少の推移 

 

※「１人当たりの延床面積」は財産に関する調書（Ｒ６末行政財産）の延床面積を人口ビジョンの人口推計で除したもの 

 

（３）本計画の目指す姿 

これらの課題を踏まえ、本計画では、少子高齢化による人口減少や生産年齢人口の減少、地方交付税の

減額等により財政が逼迫する中においても、長期的な視点で財政の健全化と、安全・安心で利便性の高い

公共サービスの提供を両立させ、市民と共に持続可能な地域づくりを進めていくことを目指します。  

7.33
7.93 8.59

9.21

9.88

10.61
11.45

12.33

46,124

34,044

31,830

29,821 

0

5

10

15

20

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

1人当たりの延床面積 総合管理計画（H29.3月策定） 人口ビジョン（R7.3月改定） 社人研（R5.12月公表）

人口(単位：人) 1 人当たりの延床面積(㎡/人) 

総合管理計画：26％減 

人口ビジョン：31％減 

約１．２倍 



 

30 

第３章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

２ 全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策 

（１）全庁的な取組体制 

公共施設マネジメントを推進していくに当たっては、庁内の連携・協力を緊密に図っていく必要がありま

す。公共施設経営と財産活用を確実に実行するため、全庁横断的なファシリティマネジメント体制の強化

を図ります。 

 

①主な役割 

・第３次真庭市総合計画及び立地適正化計画（策定中）等関連諸計画を踏まえた全庁的な視点

から施策別の取組・連携を図る。 

・市民とのコミュニケーションを効果的に行う。 

・国・県・近隣自治体などとも連携した取組を進める。 

 

②庁内での取組 

・公共施設等の情報を集約した「施設カルテ」を作成し、施設単位で全庁的に共有する。 

・個別施設計画を全体最適に誘導するとともに全庁的な意識改革を主導する。 

・職場研修、会議による情報共有を図り、関連部署間での活発なコミュニケーションを促す。 

・ＰＰＰ／ＰＦＩなど官民連携事業の全庁的な調整を行う。 

 

③市民向けの取組 

・施設カルテ等の公表など情報公開を進める。 

・市民との合意形成を図るため、必要に応じて、市民説明会やワークショップなどを行う。 

 

（２）情報管理・共有方策 

公共施設等のマネジメントを効果的に実施していくために、関係各部署に散在するデータをそれぞれの

部門から収集するとともに、施設カルテとして一元管理し、財政データとも連携して全庁的な意思決定を

促す仕組みを創出し運用します（図表３.２参照）。 

 

図表３.２ 情報管理・共有方策 
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３ 公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

本市の公共施設等を取り巻く現況や課題に関する認識を踏まえ、公共施設等とその環境を経営資源と位

置づけ、効率的かつ持続的な維持管理を行っていくＦＭに向けた取組を実施します。 

 

ここでＦＭを推進するためのマネジメントの原則を次のとおり定めます（図表３.４参照）。 

 

原則として新たな機能を有する公共建築物の整備は可能な限り抑制することとし、既存施設の有効活用

や代替サービス機能の提供を徹底します。 

 

 

公共建築物保有量について財政規模や人口減少に見合う目標を定め、段階的縮減を実施します。 

 

 

公共建築物が持つ機能に着目し、一つの施設に異なる複数の機能を持たせる複合化、類似した機能を一

つの施設に集める集約化、必ずしも公共が有する必要のない機能の民間への移転、複数の自治体で相互利

活用する広域化など、あらゆる可能性を検討するとともに、民間の保有する技術や資金、ノウハウを活用す

る官民連携についても積極的な活用を進めます。 

 

 

既に利用されなくなった遊休資産や統廃合等によって機能を失った施設や跡地についても、民間側では

利用価値がある場合も少なくありません。積極的な売却や貸付などあらゆる手段を用いてその有効活用を

図ります。 

 

 

維持していく公共施設等については、コストの面からも創意工夫を重ね、維持管理費・運営費の縮減及び

適切な受益者負担の見直しを進めます。また、安全性の確保を大原則としながらも、事後保全と予防保全を

バランスさせて修繕費の平準化を進めるとともに、有効なものについては長寿命化を図るなどライフサイク

ルコストの最適化を進めます。 

 

 

更新整備費用のみならず、維持・修繕費用も含めた費用対効果の面から本当に必要な施設かどうかを総

合的に判断し、市民と共に全市的に最適な状況で次世代に継承できる持続可能な公共施設等のマネジメン

トを実施します。  

１ 新たな機能を有する公共建築物の整備抑制 

２ 公共建築物保有量の段階的縮減 

３ 公共建築物の機能に着目した再配置の実施 

４ 遊休資産等の有効活用 

５ 公共施設等のライフサイクルコストの最適化 

６ 市民と共に実施する持続可能な公共施設等のマネジメント 
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図表３.４ 公共施設等マネジメントの原則 
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４ 目標の設定 

（１）公共建築物のマネジメントの目標について 

公共建築物の更新整備費用の見通しは、長寿命化対策を実施した場合でも年間約３２.３億円で、充当可

能な投資額である２２.６億円との差は９.７億円にも上ります（図表３.５参照）。この財政的なかい離を解消

していくためには、延床面積の縮減が避けてはとおれません。 

本市では、平成２９年３月の計画策定時に「公共建築物の延床面積を４０年間で４０％以上縮減する」と

いう数値目標を掲げ、公共施設の再編に積極的に取り組んできました。しかしながら、本市の公共建築物

の多くは地域に根差し、住民の日常生活に密着している施設であるため、床面積の総量削減を目的として、

市の都合のみで廃止等を進めることは容易ではありません。 

さらに、社会ニーズや新たな行政課題に対応しつつ、本市の成長・発展に資する施設整備も必要となる

ことから、これまでの９年間で床面積の削減率は▲３.８３％にとどまっています。 

 

こうした現状を踏まえ、今回の改定では、公共施設全体に関する具体的な数値目標は設定しない方針と

します。ただし、個別施設計画の策定においては、推計される財源不足の解消を目指し、具体的な検討を

進めていきます。 

 

図表３.５ 公共建築物の更新整備費用と充当可能推計額との年平均額の比較 
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（２）目標達成に向けての対応策 

前述の目標を達成するため、以下の施策を体系的かつ計画的に推進します。 

 

ア 個別施設計画の策定 

将来見込まれる更新・整備費用の推計額と、これに充当可能な財源の推計額との乖離を踏まえ、財源

不足の解消に向けた具体的な対応策として、次の内容を盛り込んだ「個別施設計画」を実施計画として

策定します。 

① 機能分類別の再配置に関する方針 

② 個別施設ごとの今後のあり方・方向性の検討 

③ 長寿命化をはじめとする維持・更新等に関する計画 

なお、公共建築物に係る個別施設計画（実施計画）については、１０年間を一つの計画期間として位置

付け、その期間内における具体的な見直し内容や目標を設定した上で、計画的かつ段階的に個別施設

の見直しを進めていきます。 

 

イ 利用状況・ライフサイクルコスト等の見える化 

財務データや施設カルテを活用し、施設の利用状況、老朽化の状況、維持管理費及び更新費用等を総

合的に把握します。これらの情報を見える化することで、施設ごとの課題を明確化し、再配置等の検討

に活用します。 

 

ウ 公共施設等マネジメントの原則に基づく取組 

個別施設計画の策定や計画的な再配置等の取組を着実に推進するため、公共施設等マネジメントの

基本原則に基づき KPI を設定し、進捗管理及び評価を行うとともに、その結果を次の取組へフィードバ

ックします。 

① 新たな機能を有する公共建築物の整備抑制 

② 公共建築物保有量の段階的縮減 

③ 公共建築物の機能に着目した再配置の実施 

④ 遊休資産等の有効活用 

⑤ 公共施設等のライフサイクルコストの最適化 

⑥ 市民と共に実施する持続可能な公共施設等のマネジメント 

 

エ 公会計及び固定資産台帳の活用 

財政面からの検証として、統一的な基準に基づく公会計による財務書類を活用します。 

あわせて、公会計導入により整備した固定資産台帳の情報を基に、公共施設の再配置や遊休資産の

有効活用を図り、財政負担の軽減と資産の有効利用を推進します。 
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（３）インフラ資産の目標について 

インフラ資産については、できるだけ長く有効に活用することを主眼に、国の定めた「インフラ長寿命化

基本計画：２０１３年（平成２５年）１１月２９日策定」の行動計画として、個別施設の長寿命化計画を定め、安

全・安心の確保と経費の縮減を進めていきます（図表３.６参照）。 

 

本計画の計画期間である４０年の間には、インフラに関する技術の革新や新たな政策等によって、効果

的・効率的な維持管理手法や広域化等の新たな制度が創出されてくることが考えられます。本市において

も、それらを積極的に導入し、国、県及び近隣市町村と連携しながら、インフラ資産の長寿命化に積極的に

取り組んでいきます。 

 

図表３.６ インフラ長寿命化基本計画概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「インフラ長寿命化基本計画（平成２５年１１月２９日）の概要」を編集 

 

  

○個別施設毎の長寿命化計画を核として、メンテナンスサイクルを構築 

○メンテナンスサイクルの実行や体制の構築等により、トータルコストを縮減・平準化 

○産学官の連携により、新技術を開発・メンテナンス産業を育成 

１．目指すべき姿 

○安全で強靱なインフラシステムの構築 

○総合的・一体的なインフラマネジメントの実現 

○メンテナンス産業によるインフラビジネスの競争力強化 

２．基本的な考え方 

○インフラ機能の確実かつ効率的な確保 

○メンテナンス産業の育成 

○多様な施策・主体との連携 

➢ 防災・減災対策等との連携により、維持管理・更新を効率化 

➢ 政府・産学界・地域社会の相互連携を強化し、限られた予算や人材で安全性や利便性を維持・向上 

３．計画の策定内容 

○インフラ長寿命化計画（行動計画） 

○個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画） 

４．必要政策の方向性 

○点検・診断：定期的な点検による劣化・損傷の程度や原因の把握等 

○修繕・更新：優先順位に基づく効率的かつ効果的な修繕・更新の実施等 

○基準類の整備：施設の特性を踏まえたマニュアル等の整備 新たな知見の反映等 

○情報基盤の整備と活用：電子化された維持管理情報の収集・蓄積、予防的な対策等への利活用等 

○新技術の開発・導入：ICT、センサー、ロボット、非破壊検査、補修・補強、新材料等に関する技術等の開

発・積極的な活用等 

○予算管理：新技術の活用やインフラ機能の適正化による維持管理・更新コストの縮減 平準化等 

○体制の構築：［国］技術等の支援体制の構築、資格・研修制度の充実／［地方公共団体等］維持管理・更新

部門への人員の適正配置、国の支援制度等の積極的な活用／［民間企業］入札契約制度の改善等 

○法令等の整備：基準類の体系的な整備等 

５．その他 

○戦略的なインフラの維持管理・更新に向けた産学官の役割の明示 

○計画のフォローアップの実施 
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６ 維持・運営の実施方針 

（１）点検・診断等の実施方針 

建物について、定期的に点検・診断し、経年による劣化状況や外的負荷による性能低下状況及び管理状

況を把握するとともに、劣化・損傷が進行する可能性や施設に与える影響等について評価を行い、施設間

における保全の優先度についての判断等を行います。 

法定点検など、一級建築士やその他の専門的知識を持つ有資格者が実施するものと、専門的知識を必

要としない点検に区分し、後者については、一斉点検として、全庁統一のチェックリストを用いて、施設管

理者が目視による点検を行います。 

 

（２）維持管理・修繕の実施方針 

施設の重要度や劣化状況に応じて優先度をつけ、計画的な維持管理・修繕等を行う予防保全を導入す

ることにより、施設の性能維持、安全性を確保するとともに、維持管理コストの縮減や平準化を図ります。 

とりわけ、建物外壁の劣化（特に割れ・爆裂、塗装の剥がれ・膨れ・磨耗）などは、雨水の侵入など建物に

大きなダメージを及ぼすことも多いため、施設管理者による日常的な点検と劣化速度の監視を行い、早期

に対策を講じます。また、機械・電気設備やエレベーター、火災報知器や煙感知器などの防災設備について

も対症療法的な事後保全ではなく予防保全を行います。 

 

（３）安全確保の実施方針 

施設の安全確保に関わる評価を実施し、危険性が認められた施設については、評価の内容に沿って安

全確保の改修を実施します。 

既に役割を終え、今後、利活用することのない公共施設等については、周辺建物、住環境に及ぼす影響

や市民の安全・安心を考慮し早期に解体、除却します。 

 

（４）耐震化の実施方針 

昭和５６年（１９８１年）以前に建築された建物（旧耐震基準）については、計画的に耐震診断を実施し、災

害時に市民が利用する施設や災害対策活動の拠点・避難所となる施設、ライフライン関連施設など、地震

発生による人命への重大な被害や市民生活への深刻な影響を及ぼす恐れのある施設については、優先的

に耐震対策を行います。 

 

（５）長寿命化の実施方針 

長寿命化とは、老朽化した建物の構造・設備・機能等の耐久性を高め、建物自体をできるだけ長く利用

する手法です。このことによって建物のライフサイクルコストから求めた年当たり費用の縮減と平準化を行

います。 

公共建築物の総延床面積の縮減が必要な中で、長寿命化手法をすべての建物に適用するのは現実的で

はありません。長期に活用する施設を選定し、長寿命化手法の対象を定めた上で計画的に実施します。 

 

（６）ユニバーサルデザイン化の推進方針 

「真庭市共生社会推進基本方針（令和３（２０２１）年４月）」の理念に基づき、高齢者、障がい者、子育て世

代、外国人や観光客等、多様な利用が想定される公共施設等の整備・改修等に際しては、誰もが安心して

利用しやすい施設とすることを目標としてユニバーサルデザイン化の推進に取り組みます。  
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（７）脱炭素化の推進に関する方針 

地球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０年法律第１１７号）第２１条第１項に基づき策定した、「真庭

市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」及びＺＥＢ（Ｎｅｔ Ｚｅｒｏ Ｅｎｅｒｇｙ Ｂｕｉｌｄｉｎｇ）並びに省エネ改

修等の考え方を踏まえ、公共施設等への再生可能エネルギー設備等の導入やＬＥＤ照明の導入など計画的

な改修等による脱炭素化に取り組みます。 

 

（８）統合や廃止の推進方針 

公共建築物の統合や廃止の意思決定については、図表３.７に示す公の施設の管理運営方針の考え方を

踏まえて適正に行います。 

 

図表３.７ 公の施設の管理運営方針 

 

※資料：真庭市公共施設見直し指針（平成２１年９月）を基に作成  

公共建築物
【総合判断の基準】
１．人口や財政規模にふさわしい公共建築物の数か？

２．市域で適正な配置となっているか？
３．行政が直接運営する必要があるか？

４．施設が廃止される場合は、市民の理解が得られるか？

５．地域限定、利用者限定になっていないか？

Ａ.廃止の可否検討（必要に応じて用途変更、跡地活用も含む）
①法令等の制約がない。

②類似施設があって、当該施設を存続させる必要性が薄れている。

Ｂ.類似施設との統廃合・複合化の検討
①法令等の制約がない。

②他に同様の目的を持った施設が市内にある。

Ｃ.民間譲渡・民営化の検討
①法令等の制約がない。

②行政が事業主体でなくてもよい。

③受益者負担により採算性を確保でき、市場原理が働く見込みがある。

④同一分野において、既に成熟した市場が形成されている。

⑤サービスの質の向上が期待できる。

Ｄ.ＰＰＰ／ＰＦＩ（指定管理制度を含む官民連携事業）の検討
①法令等の制約はない。

②行政の関与が小さく、行政が管理運営しなくても問題ない。

③市場原理が働き、効率化が見込める。

④既に成熟した市場が形成されている。

⑤サービスの質の向上が期待できる。

Ｅ.事務等の一部委託の検討
十分な検証を行ってもなお、Ａ～Ｄの見直しを行えない施設については、

事務等の一部を委託することによって、当該施設をさらに効率的・効果
的に運営させることができないかを検討すること。

直 営

Ｂ.類似施設との統廃合・

Ｃ.民間譲渡・民営化の検討

Ｄ.PPP/PFI等の検討

Ａ.廃止の可否検討

Ｅ.事務等の一部

廃 止

統廃合・複合化

移譲（民営化）

ＰＰＰ／ＰＦＩ

不可

不可

不可

不可

不可

直営（業務委託を含む）

可能

可能

可能

可能

可能

複合化の検討

委託の検討

実

施

手

段

の

検

討
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（９）総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

ア 職員研修の実施 

職員一人一人が公共施設等マネジメント導入の意義を理解し、意識を持って取り組み、市民サービス

の向上のために創意工夫を実践していくことが重要です。このことを踏まえて必要なカリキュラムを整

備し、職員研修を計画的に実施します。 

 

イ アウトソーシングの推進 

多数の施設の健全性を正しく評価し、迅速かつ的確に必要な措置を講ずるために、「真庭市アウトソー

シング基本方針（平成２８年２月改定）」に則り、適切な技術力を持つ民間企業へのアウトソーシングを実

施します。 

 

【アウトソーシングの基本的な考え方：真庭市アウトソーシング基本方針より】 

① 安易な外注化は厳に慎むべきであり、民間ノウハウの導入や職員の能力向上に努めた上でア

ウトソーシングを推進します。 

② 「仕事のしかた」や「仕事のしくみ」等についての検証及び事務事業の廃止も含めた再検討を

し、行政が「やるべきこと」を考え、まずは、職員の意識を変えていきます。 

③ 市民が「やるべきこと」「できること」の視点で市役所の業務を精査し、「民間でできることは民

間に委ねる」を基本として、行政が直接執行すべき業務を除き、積極的にアウトソーシングを推

進します。 

④ 職員数の減や経費の縮減、事務処理の効率化を理由としたアウトソーシングの推進ではなく、

行政サービスの充実・向上、行政が担うべき業務量に見合う適正なマンパワー確保の観点から

アウトソーシングを推進します。 

⑤ 机上事務や管理事務のスリム化を進め、市民ニーズの現場に職員を置くことで、業務の効率化

と市民満足度向上を両立させるためのアウトソーシングを推進します。 

⑥ 「協働によるまちづくり」を進めるため、ＮＰＯ、地域組織等を公共サービスの有力な担い手と

して位置づけて育成し、その特性を活かしたアウトソーシングを推進します。 

⑦ 地域にあった公共サービスの提供と「しごと」づくりを進めることが、地域資源が「回る経済」を

作る起点となります。ワークシェアの観点を入れてアウトソーシングを推進します。 
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７ フォローアップの実施方針 

（１）本計画の第２期の取組 

令和８年度以降は、「個別施設計画」を策定し、具体的な取組を進めます（図３.８参照）。 

さらに、これまでと同様、延床面積削減の進捗管理を行いながら、公共施設の整備費や維持管理費を把

握することにより、公共施設のライフサイクルコストの最適化を図ります。 

 

図表３.８ 個別施設計画作成イメージ 
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（２）マネジメントサイクルの形成 

本計画の展開に際しては、図表３.９に示すマネジメントサイクルによって確実なフォローアップを行いま

す。 

 

図表３.９ 総合管理計画マネジメントサイクル 

 

 

 

 

  

実施 計画 

見直し 検証 

✓公共施設等の評価 

✓個別施設計画の策定 

✓予算等の要求 

✓計画展開の意思決定 

✓事業の実施 

✓関係機関との連携 

✓効果的なアウトソーシング 

✓継続的なモニタリング 

✓検証結果の分析 

✓公共施設等再評価 

✓計画の見直し 

✓研修等へのフィードバック 

✓目標値と実施結果の検証 

✓財政面からの検証 

✓検証結果の情報公開 

マネジメント

サイクル 

官民連携事業等 

効果的な手法への取組 
市民との合意形成 

職員研修の実施等 

（職員の意識改革） 
市民・議会への情報公開 

Check Act 

Do Plan 
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（３）本計画の検証について 

ア 評価指標について 

本計画では、公共施設等マネジメントの原則に関する評価指標を検討し定めるとともに、これらの値

を通じて計画の展開をモニタリングし、その実施状況や有効性を検証し公開します（図表３.１０参照）。 

 

図表３.１０ 評価指標例 

視点 マネジメント指標（ＫＰＩ） 目標値 

（全体の方向性） 

公共施設等マネジメントの

原則 

✓ 新たな機能を有する公共建築物

の整備抑制 

✓ 公共建築物保有量の段階的縮減 

✓ 公共建築物の機能に着目した再

配置の実施 

✓ 遊休資産等の有効活用 

✓ 公共施設等のライフサイクルコス

トの最適化 

✓ 市民と共に実施する持続可能な

公共施設等のマネジメント 

✓ 詳細は実施計画にお

いて定める 

（個々の施設の在り方） 

個別施設計画 
✓ 利用者数、利用者満足度等 

✓ 詳細は個別施設計画

で設定する 

 

イ 財政側面からの検証について 

公共施設等のマネジメントが財政的課題の解決を図る観点、いわば公共施設等が財政に与えている

影響を随時検証し、持続可能な水準にあるか否かを検討します（図表３.１１参照）。 

 

図表３.１１ 本計画の進捗を財政面から検証するための指標例 

目的：財務的視点 検証・確認すべき指標 

①財政規律の堅持 

：健全性（ストック＆フロー） 

健全化判断比率 

✓ 実質赤字比率  

✓ 連結実質赤字比率 

✓ 実質公債費比率  

✓ 公営企業資金不足比率 

✓ 将来負担比率 

住民一人当たり負債額（負債額÷住民人口） 

：世代間公平性（ストック） 将来世代負担比率（地方債÷有形・無形固定資産） 

②資産の継承 

：資産形成度（ストック） 

有形固定資産減価償却率 

③高品質な財政運営 

：弾力性（フロー） 

経常収支比率 

公債費負担比率 
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第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

 

１ 公共建築物再編（再配置）に関する全体方針 

第３章で示す「個別施設計画」の策定に当たっては、施設カルテ(データベース)等を活用して既存施設の現

状評価を行った上で、「公共施設再配置方針（令和元年５月）」に示した基本的な考え方を継承し、計画的かつ

段階的に再編の実施へと展開していきます。 

 

(1)公共建築物保有量の段階的縮減 

・ 老朽化が進んだ施設、利用者が著しく少ない施設、多額の公費負担が見込まれる施設については、用

途変更、売却・譲渡、廃止等を含め、早期に再配置を検討します。 

・ 長期更新計画等が策定されている施設（教育施設、公営住宅施設、環境衛生施設等）は、計画に基づ

き再配置や更新・改修を実施します。 

・ 上記以外で既に更新・大規模改修時期を迎えた施設や利用者減少が著しい施設については、中期計

画（概ね５年）を目安に優先順位を定め、複合化や用途変更等を進めます。 

・ 当面更新予定のない施設は、効率的な維持管理を行いながら、長期計画（概ね 10 年）に更新・整備時

期を示し、適宜、縮減に向けて検討を行います。 

 

(2)民間譲渡・施設複合化の推進 

・ 収益型施設については、運営効率化や地域活性化の観点から、原則として民間等への移管を進めま

す。 

・ 公共性、利用者ニーズ、安全性等を踏まえ、施設の複合化や多目的利用を推進し、施設保有量の縮減

を図ります。 

 

(3)民間ノウハウの活用による運営効率化 

・ 官民連携手法を積極的に活用し、施設機能の有効活用とサービス向上を図ります。 

・ 直営施設は指定管理者制度への移行を進め、既存の指定管理施設についても業務内容等の見直しを

行います。 

 

(4)利用者ニーズを踏まえた施設満足度の向上 

・ 社会情勢の変化に対応し、既存施設の用途変更や有効活用を推進します。 

・ 高齢化や国際化を見据え、バリアフリー化・ユニバーサルデザイン化を進めます。 

・ 不足するサービスについては、既存施設の活用を基本としながら、必要に応じて機能充実のため新た

な施設整備も検討します。 
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２ 公共建築物再編の実施手法 

（１）要求事項の確認 

本計画の目標は、「第３章５ 目標の設定」で定めたとおり財政的なかい離の解消とサービス水準の維持

です。公共建築物の再編に際しては、マネジメントの原則に則り確実にできるものから実施し、その結果を

振り返りながら目標の達成を目指します。 

 

（２）施設情報データベース構築及び評価 

施設情報データベース構築及び評価では、施設カルテ等を基に既存施設の情報を共有し、施設の評価・

分析を行います（図表４.１参照）。 

データベース等で管理する項目は厳選し、データの取得などは可能な限り日常業務を通じて自動的に

収集できる仕組みを構築します。 

 

図表４.１ 主な評価項目例 

区分 評価の内容等 

（１）建物評価 

①安全性 （耐震性、防火性、利用者の安全性等） 

②環境性 （バリアフリー、利用者の快適性、周辺環境等） 

③点検・診断等の結果（劣化状況、老朽度等） 

（２）コスト評価 

①収入（使用料・手数料等、事業収入等） 

②維持管理費（光熱水費、委託料、使用料、修繕費等） 

③運営費（人件費、指定管理委託料等） 

④資本的支出（公有財産購入費、工事費等） 

⑤再調達価格、減価償却費、ライフサイクルコスト等 

（３）サービス評価 
①利用状況（利用者数、稼働率、開館日数等） 

②提供サービスの内容（種類、重複性等） 

 

（３）公共建築物の再編実施 

ア 再編（再配置）方針の検討 

再編方針を検討するに当たっては、各施設の評価を踏まえた上で全市的な視点で施設類型ごとの検

討を行い、各個別施設の再編方針を定めます。ここで重要なのは、建物そのものと機能・サービスに分

け、それぞれについて評価と再編方針の検討を行うことです。建物自体を廃止する場合であっても、必

要な機能・サービスについては維持し、市民サービスの低下をきたさないよう配慮することが必要です。 

そこで、機能・サービスの優先度、すなわち「何を残すべきか」を判断するためのガイドラインとして

「機能優先度分類」（図表４.２参照）と、施設が及ぼす機能・サービスの提供範囲を示す「利用圏分類」（図

表４.３参照）を定め、公共サービスの必要性、提供方法の妥当性と効率性を判断します。 
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図表４.２ 機能優先度 

優先度 定 義 再編の考え方 

最優先 

機 能 

義務教育施設、庁舎・消防施設、

図書館、子育て支援施設、保健・

福祉施設等、公共が担うべき機能

とします。 

✓ 安全性の確保と利便性の高い必要機能を提

供します。 

✓ 消防等特殊な施設を除き、施設の複合化や

集約化、民間施設の活用等も検討します。 

優 先 

機 能 

市民ホール、スポーツ施設等公共

サービスとして最優先に準ずる機

能とします。 

✓ 最優先機能と同様に、安全性の確保と利便性

の高い必要機能を供します。 

✓ 施設の広域化、複合化や集約化、民間施設の

活用等も検討します。 

その他 上記以外の機能 

✓ 施設の廃止、用途変更、民間活用、譲渡等あ

らゆる可能性を検討します。 

✓ 施設廃止に伴うサービスの低下を補完する

サービスを検討します。 

 

 

図表４.３ 公共建築物の利用圏分類 

利用圏 

分 類 
定 義 再編の考え方 

広域施設 

広域施設とは、市域を超え近隣自

治体との役割分担が可能な施設

や、市外からの集客も目的とした

施設とします。 

✓ 近隣自治体との共同利用を視野に入れ、更

新・維持管理の負担軽減及び利便性向上を図

ります。 

✓ 収益が見込まれる施設は、積極的に民営化を

進めます。 

全市施設 

全市施設とは、市全体での共同

利用を基本としている施設としま

す。 

✓ 市域における施設の重複を排除し、施設の複

合化・多機能化による再配置を進めます。た

だし、南北に長い本市の地理的な状況を勘案

し、段階的な再編も視野にいれます。 

✓ 交通対策等補完サービスにより距離がもたら

す利便性の低減を補います。 

生活圏 

施 設 

生活圏施設とは、※地域包括ケア

システムの「日常生活圏」相当の

エリアでの利用を基本としている

施設とします。 

✓ 生活圏ごとに施設の複合化・多機能化による

再配置を進めます。 

✓ コミュニティ施設との機能連携を図ります。 

コミュニテ

ィ施設 

コミュニティ施設とは、各コミュニ

ティ（概ね徒歩圏）での利用を基

本としている施設とします。 

✓ コミュニティでは公民館や小学校等が多機能

的な役割を担います。 

✓ 集会所は、民間への機能移転や地元市民へ

の譲渡を基本として考えます。 

※地域包括ケアシステムの「日常生活圏」とは、介護が必要になった高齢者も、住み慣れた自宅や地域で暮らし続け

られるように、「医療・介護・介護予防・生活支援・住まい」の５つのサービスを概ね３０分以内に一体的に受けられ

る日常生活の場（具体的には中学校区）を日常生活圏として想定しています。 
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イ 施設の再編方針決定 

以上の検討を踏まえて、機能・サービスであれば、①拡充、②現状維持、③縮小、④休止・廃止、などの

再編方針を決定します。また、建物についても、①改修、②現状維持、③更新・再編、④廃止・解体、など

の方針を決定します。機能・サービスを維持する場合でも必ずしも建物を残す必要がない場合もありま

す。 

 

図表４.４ 既存施設の再編方針の決定 

① 機能・サービス ② 建物 

 
・拡充 
 
・現状維持 
 
・縮小 
 
・休止・廃止 
 

 
・改修（規模縮小を含む） 
 
・現状維持 
 
・更新・再編 
 
・廃止・解体 

※建物の再編とは、複合化・統合、集約化、分散化などの再編手法を適用することです。 

 

■施設廃止の場合の留意点 

老朽化が著しい施設や利用度・稼働率が低い施設を中心に、その必要性を再検討し、必要性の乏し

い公共サービスについては施設・機能ともに廃止します。廃止によって市民サービスの水準低下が伴

う場合は、その必要度に応じて代替サービス等を検討します。これらは、廃止を決定してから行うので

はなく、市民・地域協働による公共施設等マネジメントの原則に則り、市民等との対話の中で可能な

限りの合意形成を図ります。 

 

■施設更新の場合の留意点 

施設の更新を行う場合は、施設の評価結果を踏まえてその理由や目的を明確にするとともに、土

地や建物について、単独更新以外の統合や複合化についても検討するなど、必ず再編等実施手法と

の整合を図る必要があります。 

また、まちづくりとの整合性の観点からは、市の中心拠点や生活拠点内を優先的に整備する一方、

それ以外での更新については、拠点内への移転や機能統合などを促すことを検討します。さらに、自

然災害による被害の軽減等を図るため、中心拠点や生活拠点内など、重点的に守るべき市街地の配

置を考慮した上で、災害危険地域での公共施設の再築、改修等は極力避けることとします。 

 

（４）施設再編の実施手法について 

以上の検討を経て、具体的な再編等実施手法を選定します（図表４.５参照）。ここで、「ア共通手法」は、

全ての利活用施設の運用等に適用される共通の手法です。また、「イ個別手法」は、公共サービスを休止・

廃止する場合と、公共サービスの提供を継続するために既存施設の更新を行う場合に大別されます。 
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図表４.５ 再編等実施手法と効果 

区 分 再編等手法 

量的効果 質的効果 

面 

積 

建
設
コ
ス
ト 

維
持
コ
ス
ト 

サ
｜
ビ
ス
向
上 

ま
ち
づ
く
り
効
果 

民
間
利
益
拡
大 

ア 共通手法 

①官民連携手法等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

②コスト縮減   ○    

③長寿命化 ○ ○     

④受益者負担の見直し   ○    

イ 個別手法 

公共サービス

機 能 の 休 止 ・

廃止 

①用途変更  ○   ○  

②跡地活用  ○   ○  

③民間活用 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

④代替・補完サービス ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

公共サービス 

機能の継続 

⑤改修（規模縮小を含む） ○  ○ ○ ○ ○ 

⑥複合化・統合 ○  ○  ○  

⑦集約化 ○  ○  ○  

⑧分散化    ○ ○  

⑨広域化   ○ ○ ○  

 

ア 共通手法の導入 

施設運用等の共通手法では、施設運用等について、官民連携手法や長寿命化等すべてに共通する手

法を整理します。 

 

①官民連携手法等 

官民連携手法等は、ＰＰＰ（Ｐｕｂｌｉｃ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ）やＰＦＩ（Ｐｒｉｖａｔｅ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｉｎｉｔｉ

ａｔｉｖｅ）等、民間の資金やアイデア、活力等を公共サービスに活かす手法です。官民連携手法等を導入

するメリットとしては、行政と民間で適切なリスク分担が行えること、民間の資金調達やノウハウを活

用することで低廉かつ質の高い行政サービスの提供、それに伴う行政の財政負担の軽減、地域事業

者の参画による地域経済の活性化などがあげられます。 

 

②コスト縮減 

光熱水費、人件費等の削減、運営の効率化等によりコスト縮減を図ります。 

 

③長寿命化 

長寿命化については、第３章「６ 維持・運営の実施方針 （５）長寿命化の実施方針」を参照して下さ

い。  
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④受益者負担の見直し 

受益者負担の見直しは、施設の利活用に関して施設使用料の適正化（受益者負担の適正化）を図る

ことです。 

実際に受益者負担の見直しを行うか否かについては、個々の状況を十分勘案する必要があります

が、維持管理費（人件費、光熱水費、委託費等）と減価償却費を受益者負担の対象として、施設の維持

のみならず将来継承する施設の建替費用についても利用者に課すことを検討します。 

 

イ 個別手法の導入 

個別手法では、公共サービス機能を休止・廃止するために、用途変更や跡地活用等を行う場合や、公

共サービス機能を継続するために、既存施設の改修や複合化・統合、集約化等を行う場合の手法を整理

します。 

 

①用途変更 

用途変更は、既存施設の全体あるいは一部を他の用途へ変更し有効活用する手法です。施設カル

テ等により、余剰の公共施設や公共施設内の空き部屋等の状況を把握しておき、これにより別途、必

要性が高まったサービスや不足サービスを補うことを検討します。 

 

 

 

②跡地活用 

跡地活用は、施設の統廃合等によって既存施設が除却されるなどの理由により発生した跡地に、

新たな機能を導入して活用する手法です。これには、民間活用や売却も含まれます。 

今後、施設の統廃合が進む中で、跡地化した公有地が多数発生することが考えられます。従前施設

の用途廃止の可能性が浮上した場合には、必ず跡地の利活用と併せて検討し、暫定的な利用も含め

て未利用の公共施設が長期にわたって放置されることのないように取り組みます。 

 

 

 

  

より必要性の高いサービスに用途を変更する。

既存施設を除却した土地を民間等で活用する。
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③民間活用 

民間活用は、施設を民間に貸付・譲渡または売却し、市民には民間施設として利用してもらうこと

を指します。 

譲渡は一般に無償で行い、その後の維持管理は市民が自ら行います。したがって、維持・運営費に

関わる市の負担はなくなります。施設の譲渡を行った場合は、将来の更新費は、市が負担しない場合

と市が助成する場合が考えられますが、このことについても市民との対話を通じて具体的に適正な

方法を見つけ出します。 

 

 

 

④代替・補完サービス 

代替サービスは、これまで施設が提供していた公共サービスを、ＩＴシステム等を活用して別の方法

により提供する手法です。また、補完サービスは、施設の統廃合によりサービスを提供する施設その

ものの数が減ることによる不便さを補うサービスを指します。代替・補完サービスの例としては、バス

やデマンドタクシー等の市民の移動を助ける手法やコンビニが役所の代わりをして住民票の発行や所

得証明を取得できるようになっている事例もあります。このようなサービスを駆使して、施設総量の

縮減に伴うサービスの低下を防ぎます。 

 

 

 

⑤改修（規模縮小を含む） 

改修は、必要機能に応じて行いますが、規模を見直し、必要に応じてそれを縮小することにより、総

量及び維持管理コストの縮減を図る工夫も行います。 

 

 

  

既存施設を民間に貸付・譲渡・売却する。

地方公共団体 民間団体

既存施設が提供していたサービスを他の施策で代替する。

既存施設を改修、必要に応じて規模を縮小する。



 

49 

第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

⑥複合化・統合 

複合化は、複数の施設及び機能を一つの建物に統合・並置する手法です。このことによりエントラン

スや通路、会議室、給湯室、トイレ等を共用部分として整備するため、その分整備費や運営費を縮減す

ることができます。 

統合は、同一用途の複数の施設を１ヶ所の施設にまとめ合わせる手法です。総量の圧縮、分散から

集中によりサービス向上、維持管理コストの縮減につながります。 

 

 

 

⑦集約化 

集約化は、複数の施設が持つ類似する機能を一つの施設にまとめる手法です。例えば、会議室は、

公民館、文化ホール、庁舎、学校、図書館等に存在します。これらの稼働率を勘案しながら、全体とし

て必要な量に縮減していくことを検討します。 

 

 

 

⑧分散化 

分散化とは、サービスを一定のエリアに対して分散して配置する手法です。利用圏域がコミュニティ

や生活圏と密着し利便性・サービス提供の効率性が高まる一方で、利用者密度が低い場合には、運営

が成り立たなくなる懸念があります。本市の場合には、施設そのものの分散より、代替・補完サービス

によってこの手法の有効性を検討します。 

 

 

 

 

  

複数の施設及び機能を一つの建物に統合・並置する。

複数の施設が持つ類似機能を一つの施設にまとめる。

会議室等 会議室等

サービスを一定エリアに分散する。

老人介護等 老人介護等
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⑨広域化 

広域化は、市外の市民も利用可能な施設を広域で役割分担してサービス提供を行う手法です。広

域化には、一部事務組合・広域連合等により共同でサービスを提供する場合、自ら施設を所有し広域

に対してサービスを提供する場合及び施設を所有せずにサービス提供を受ける場合等を検討します。 

 

 

  

広域圏でサービスを相互利用する。

A市

B市 C町利活用 利活用
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３ 公共建築物に係る施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

以上の公共建築物の再編実施手法を踏まえ、施設類型ごとに今後の方向性を検討します。なお、この方針

で示す類型以外の施設は、本章１の全体方針に基づき個々の再配置を検討します。また、長期更新計画や既

に方向性が決まっている施設は、個々の計画に沿って再配置を進めます。 

 

（１）市民文化系施設 

１ 集会施設  

ア 集会施設の役割について 

集会施設は、公民館、コミュニティセンター、隣保館など、生涯学習機会の提供や市民の自主活動拠点

等として多くの市民活動を支えており、地域づくりのための人材育成の場、災害時の地域防災拠点の役

割も担っています。 

 

【公民館・コミュニティセンター】 

公民館は、社会教育法において、市町村が原則設置し、「実際生活に即する教育、学術及び文化に関

する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、

社会福祉の増進に寄与すること」を目的とした施設です。また、「真庭市生涯学習基本計画」において、

公民館は市民に自主的な活動や交流の場を提供し、学習活動や芸術などの文化活動を支援する拠点施

設として位置づけられています。 

コミュニティセンターは、真庭市コミュニティセンター条例において、地域住民が等しくコミュニティの

形成に参加し、良好な生活環境と心のふれあいによる教養の向上、健康の増進及び情操の純化を図る

場として位置づけられています。 

 

【隣保館】 

隣保館は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２条第３項第１１号の規定に基づく隣保事業を行い、

地域の福祉向上や人権啓発に関する住民交流の拠点となる開かれたコミュニティ施設として位置付け

られています。 

 

イ 集会施設の現状と課題 

①集会施設の現状について 

真庭市では、公民館、コミュニティセンター、隣保館など、次表に掲げる２７の集会施設を所有して

います。 
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【公民館】 

中央館については、振興局管内をエリアとして、地域バランスを考慮した配置となっています。 

地区館としては、勝山月田公民館と勝山富原公民館が配置されています。 

ＮＯ 名称 所在地 代表建築年度 Ｒ６利用者数 備考 

１ 北房公民館 上水田３１３１ 平成１４年 １２,６５０ 直営、複合 

２ 落合公民館 落合垂水６１８ 平成２７年 ３０,４１９ 直営、複合 

３ 久世公民館 中島１４３ 平成８年 １８,３９０ 直営 

４ 勝山富原公民館 若代３４３－８ 昭和５９年 ４,４８１ 直営 

５ 勝山月田公民館 月田６８３８－１ 昭和６３年 ７,２５５ 直営 

６ 勝山公民館 勝山３１９ 平成６年 ３１,８５０ 直営、複合 

７ 美甘公民館 美甘４１３４ 平成１５年 ３,３４９ 直営、複合 

８ 湯原公民館 豊栄１５１５ 昭和６０年 ６,９９４ 直営、複合 

９ 八束公民館 蒜山富山根１５４ 昭和５２年 ３,２４０ 直営、複合 

 合計： ９施設   １１８,６２８  

 

【コミュニティセンター】 

コミュニティセンターは、北房・落合地域に配置はありませんが、市内全域では１４施設あります。 

ＮＯ 名称 所在地 代表建築年度 Ｒ６利用者数 備考 

１ 目木勤労者研修センター 目木１８０５－１ 昭和５９年 ５,４０８ 直営 

２ 草加部コミュニティセンター 草加部５０６－２ 昭和４６年 ２,５４２ 直営 

３ 江川コミュニティセンター 江川８５８－３ 昭和５４年 ７３０ 直営 

４ 星山コミュニティセンター 星山６８８－１ 平成９年 ９５ 直営 

５ 神代コミュニティセンター 神代９１３ 平成５年 １,２１６ 直営 

６ 荒田コミュニティセンター 荒田３８６ 平成４年 ５４１ 直営 

７ 城北コミュニティセンター 柴原４１６－２ 平成４年 ２００ 直営 

８ 当政コミュニティセンター 美甘３４５１－１ 昭和２２年 ２２０ 直営 

９ 豊栄コミュニティセンター 豊栄９４６－１ 昭和５１年 ３８ 直営 

１０ 八束コミュニティセンター 蒜山富山根１５４ 昭和５２年 ３,２４０ 直営、複合 

１１ 
八束コミュニティセンター 

東部分館 
蒜山下長田８５５ 平成４年 ２５４ 直営 

１２ 川上コミュニティセンター 蒜山上福田４２５ 昭和５０年 １,３３５ 直営 

１３ 才東集会所 蒜山西茅部３９８ 昭和４２年 １７０ 直営 

１４ 徳田地区集会所 蒜山上徳山１２３３ 昭和５３年 １,３２０ 直営 

 合計： １４施設   １７,３０９  
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【隣保館】 

隣保館は、北房・落合地域に配置されています。 

ＮＯ 名称 所在地 代表建築年度 Ｒ６利用者数 備考 

１ 北房ふれあい会館 下呰部２５９－１ 平成３年 １,３７６ 直営 

２ 落合人権・福祉センター 下方１７３２ 昭和５６年 ５,４３５ 直営 

 合計： ２施設   ６,８１１  

 

【その他の集会施設】 

ＮＯ 名称 所在地 代表建築年度 Ｒ６利用者数 備考 

１ 真庭市交流定住センター 久世２３７４－３ 昭和３９年 ４,５１８ 指定管理 

２ 二川みらいづくりセンター 種９６６ 平成６年 ４,０７８ 指定管理 

 合計： ２施設   ８,５９６  

 

②集会施設の課題について 

集会施設については、地域毎に一定の偏りが見られますが、合併前の各町村の方針により整備さ

れたものであり、施設の名称は違うものの集会施設の数としては各地区とも充足しています。 

合併直前や合併以後に建設された施設を除き、多くの施設がいずれも老朽化しており、今後、修繕

費や更新整備費用など財政負担の増加が予想されます。 

 

ウ 集会施設に関する全体方針 

①施設の再配置について 

市民との関わりが深い施設であるため、当面は現在の施設を維持します。ただし、大規模改修・改

築等が必要になった場合には、単独ではなく、他施設との複合化や他の施設への統合を検討します。 

公民館（中央館）については、公民館活動の拠点として当面は現在の施設を維持していきます。 

公民館（地区館）及びコミュニティセンターについては、利用者が極端に少ない施設や地域が限定的

な使用状況の施設については、利用者やその地域へ十分な説明を行った上で、主にその地域への譲

渡が可能かを検討します。 

隣保館については、当面維持することとしますが、地域社会の福祉向上や人権啓発拠点施設として

だけではなく、身近で気軽に集える場として地域を問わず利用できるようにしていく必要があります。 

 

②施設の管理運営形態について 

当面は現状の管理運営形態を維持します。 

直営施設については、各施設の設置目的と今後の利活用方法を整理し、管理形態を再検討します。 

地元自治会や地域づくり委員会等への委託も検討します。 

 

③施設の維持管理について 

各地域活動の核となる施設は今後も存続の必要があるため、修繕を行いながら使用を継続します。 

その機能と安全性を維持するとともに、高齢者や障がい者などにも利用しやすい施設となるよう

バリアフリー化も推進し、適切な維持管理に努めます。  
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エ 集会施設の配置状況 

図表４.６ 集会施設の配置状況 

 

 

  

公民館

コミュニティセンター

隣保館

その他の集会施設
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２ 文化施設  

ア 文化施設の役割について 

【文化施設】 

文化施設は、設置目的や役割は集会施設（公民館）と類似しているものの、ホールを併設していること

から芸術・文化に活用することにも配慮した施設です。 

 

【市民センター条例に位置づけられる施設】 

市民センター条例に位置づけられる施設は、公民館と異なり、芸術・文化を重点的に市民に提供する

ためのホールを持つ施設です。 

市民センター条例でも市民の文化の向上及び福祉の増進並びに教育活動の総合的な向上発展を図

ることを設置目的としています。 

 

イ 文化施設の現状と課題 

①文化施設の現状について 

真庭市では、市民センターなど次表に掲げる６施設の文化施設を所有しており、それぞれ、庁舎や

保健センター、図書館などを施設内に配置する複合施設となっています。 

 

【市民センター】 

ＮＯ 名称 所在地 代表建築年度 Ｒ６利用者数 備考 

１ 北房文化センター 上水田３１３１ 平成１４年 １２,６５０ 直営、複合 

２ 落合市民センター 落合垂水６１８ 平成２７年 ３０,４１９ 直営、複合 

３ 久世エスパスセンター 鍋屋１７－１ 平成９年 ３７,６５７ 指定管理、複合 

４ 勝山文化センター 勝山３１９ 平成５年 ３１,８５０ 直営、複合 

５ 美甘市民センター 美甘４１３４ 平成１５年 ３,３４９ 直営、複合 

６ 湯原ふれあいセンター 豊栄１５１５ 昭和６０年 ６,９９４ 直営、複合 

 合計： ６施設   １２２,９１９  

 

②文化施設の課題について 

著しく老朽化した施設はありませんが、現有施設の適切な管理と長寿命化等により、可能な限り低

廉なライフサイクルコストで施設を維持していく必要があります。 

利用者ニーズに応えるために必要とされる専門的ノウハウが不十分な施設があります。 

 

ウ 文化施設に関する全体方針 

①施設の再配置について 

真庭市は市域が広域であるため、市内に一箇所では役割を十分担うことは難しく、地域バランスを

考慮して、現状の施設を当面は維持します。 
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②施設の管理運営形態について 

管理体制については、ホール運営は機材の操作や、文化事業の企画運営など専門的ノウハウが必

要な分野であることから、今後は指定管理者制度や業務委託などにより一体的に専門性をもった管

理運営を行っていくことを検討します。 

 

③施設の維持管理について 

文化活動の拠点となる市民センターについては、バリアフリー化を推進するなど、適宜の改修・修

繕等により長寿命化と合わせて、利便性の向上を図ります。 
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エ 文化施設の配置状況 

図表４.７ 文化施設の配置状況 

 

 

 

  

市民センター
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（２）社会教育系施設 

１ 博物館等  

ア 博物館等の役割について 

博物館等は、社会教育法の精神に基づき、国民の教育、学術及び文化の発展に寄与することで、歴

史・芸術・民俗・産業・自然科学に関する資料を収集し、保管・展示して教育的配慮の下に一般公衆の利

用に供し、調査研究を行う役割を担っています。 

また、歴史民俗資料館条例には「真庭市の歴史、民俗等に関する資料等を収集し、保管し、及び展示し

て郷土の歴史、民俗等に対する市民の理解と認識を深めるとともに、教育、学術及び文化の向上に寄与

する」ために必要な施設であると設置目的を示しています。 

 

イ 博物館等の現状と課題 

①博物館等の現状について 

真庭市では、歴史民俗資料館や郷土博物館など次表に掲げる９施設の博物館等を所有しています。 

【民俗資料館・博物館等】 

ＮＯ 名称 所在地 代表建築年度 Ｒ６利用者数 備考 

１ 北房ふるさとセンター 下呰部６２３－１ 昭和５９年 ３６０ 直営 

２ 美甘みどりふれあい会館 美甘３８８３－１ 平成２年 ― 直営 

３ オオサンショウウオ保護センター 豊栄１５３０ 昭和４６年 ２８,９９０ 直営 

４ ネイチャーセンターささゆり館 蒜山下和１０７７ 平成１０年 １１,００４ 直営 

５ 蒜山郷土博物館 蒜山上長田１６９４ 平成４年 ３,８３０ 直営 

６ 蒜山古代体験の森 蒜山上長田１６９４ 平成４年 ― 直営 

７ 蒜山文化伝承館 蒜山上長田１６９２－１ 平成４年 ３２３ 直営 

８ 蒜山タンチョウの里 蒜山上福田１２０５－７４ 平成２４年 １７,４２１ 直営 

９ 川上歴史民俗資料館 蒜山上福田４２５ 昭和５３年 ― 直営 

 合計： ９施設   ６１,９２８  

 

②博物館等の課題について 

年間の利用者数が１万人を超えている施設もありますが、総体的にどの施設も利用者は多くありま

せん。 

施設面では築年数の経過に伴う老朽化や、合併前の町村時代に設置された背景から展示室等の狭

小な施設が多くあります。展示内容については現代の多様なニーズに対応できておらず、市民が身近

な場所で優れた文化・芸術に親しめる機会が不足している状況にあります。 

市域が広域であるため、通年を見渡して同じ季節であっても、風土的に地域ごとの大きな差が見ら

れます。本来資料館はその地域の歴史、民俗等を紹介することを目的として設置された施設であるこ

とから、市域の人口構成比率や運営上の効率性のみをもって、統合や廃止を判断することができない

施設となっています。 

湯原、蒜山といった北部地域は、市内外からの観光客を幅広く集客しており、資料館施設も観光の

対象となりうるポテンシャルがあります。  
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ウ 博物館等に関する全体方針 

①施設の再配置について 

博物館等は地域における文化・芸術、さらには地域への愛着や誇りを育むために重要な役割を担う

施設です。 

従来の資料館施設については、文化財資料の収集保管の中心機能となる施設であるとともに、歴

史・民俗分野を中心とする人文系総合的な博物館でもあり、歴史・講座等の開催等、一般市民への普

及活動のために存続し、利活用を図っていきます。 

市民が身近で質の高い文化・芸術に触れる機会の提供と、さらに文化・芸術を生かした地域の魅力

づくりにも配慮した施設配置及び必要な機能について新たに検討します。 

 

②施設の管理運営形態について 

市民の教育、学術及び文化の向上のために必要な施設であり、現状の管理運営形態を維持するこ

ととします。 

現在の利用状況から、観光資源化が可能なものについては、適正な機能を保持しつつ、用途の変更

や民間手法の導入など、運営手法の変更も検討します。 

 

③施設の維持管理について 

市民の施設として、大切に使用し、バリアフリー化するなど適宜の改修・修繕などにより長寿命化を

図ります。 
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エ 博物館等の配置状況 

図表４.８ 博物館等の配置状況 

 

 

 

  

民俗資料館・博物館等
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（３）スポーツ・レクリエーション施設 

１ スポーツ施設  

ア スポーツ施設の役割について 

スポーツ施設は、スポーツ基本法において「地方公共団体は野外活動・スポーツ・レクリエーション活

動を普及奨励するため、スポーツ施設の整備をするよう努めなければならない」と示されています。 

また、スポーツ施設条例でも「スポーツ及び文化の振興、コミュニティ活動の推進及び教育活動の促

進を図るとともに、各種活動の拠点として市民の心身の健全な発達に寄与する」ことを目的に設置して

います。 

さらに、「真庭市スポーツ推進計画 ２０２１－２０２５」には、「今後一層充実させる施設と、現状維持ま

たは縮小や統廃合が可能な施設の仕分けを進めます」と示しています。 

 

イ スポーツ施設の現状と課題 

①スポーツ施設の現状について 

真庭市では、グラウンドや体育館、野球場など次表に掲げる５１のスポーツ施設を所有しています。 

 

【多目的グラウンド・ドーム】 

  

 

 

  

ＮＯ 名称 所在地 代表建築年度 Ｒ６利用者数 備考 

１ コスモスドーム 上水田３１３１ 平成９年 ２,８８６ 直営 

２ 落合総合公園多目的グラウンド 下市瀬５８６－３ 昭和５９年 １１,７０８ 指定管理 

３ 宮芝公園宮芝グラウンド 久世１４３５ ― １３,７０９ 指定管理 

４ 宮芝公園久世野外活動センター 久世１４２５－２ 昭和５４年 ２,８３３ 指定管理 

５ 
真庭やまびこ公園真庭やまびこスタジアム

多目的グラウンド 
三阪１１３０－４４ 平成１４年 ３,０５５ 指定管理 

６ 勝山運動公園多目的グラウンド 福谷１１９２ 平成１０年 ４,４９２ 直営 

７ 勝山運動公園夢広場 福谷１１９２ 平成１０年 ９,８４０ 直営 

８ 美甘グラウンド 美甘３２６ ― ９１５ 直営 

９ クリエイト菅谷（美甘ドーム） 美甘１０５０－２ 平成１６年 ７８９ 指定管理 

１０ 中和多目的グラウンド 蒜山下和１０８０－１ 昭和５１年 ９４ 指定管理 

１１ 蒜山高原スポーツ公園多目的グラウンド 蒜山上長田２３００－１ ― １,２２３ 指定管理 

１２ 
平成の森スポーツグラウンド 

（ドーム含む） 
蒜山西茅部７０５－６ 平成４年 ９,９４２ 直営 

１３ 川上自然運動公園 蒜山上福田８９０－１６ ― ― 直営 

 合計：１３施設   ６１,４８６  
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【野球場】 

ＮＯ 名称 所在地 代表建築年度 Ｒ６利用者数 備考 

１ 北房運動公園野球場 上中津井２４３－３ 昭和５４年 ４,４１５ 直営 

２ 落合総合公園野球場 下市瀬５８６－３ 昭和５７年 ５,９２５ 指定管理 

３ 
真庭やまびこ公園真庭やまびこスタ

ジアム野球場 
三阪１１３０－４４ 平成１６年 ６,９０３ 指定管理 

４ 勝山運動公園野球場 福谷１１９２ 平成１０年 ２,１３５ 直営 

５ 湯原温泉スポーツ公園野球場 禾津１０７－１ 昭和５４年 ２,４１３ 直営 

６ 蒜山高原スポーツ公園野球場 蒜山上長田２３００－１ ― ２５０ 指定管理 

 合計： ６施設   ２２,０４１  

                      

【サッカー場】 

ＮＯ 名称 所在地 代表建築年度 Ｒ６利用者数 備考 

１ 
落合総合公園サッカー場 

（サブグラウンド含む） 
下市瀬５８６－３ 平成１０年 ７,２１０ 指定管理 

２ 蒜山高原スポーツ公園サッカー場 蒜山上長田２３００－１ 平成７年 １,３５７ 指定管理 

 合計： ２施設   ８,５６７  

                         

【体育館】 

ＮＯ 名称 所在地 代表建築年度 Ｒ６利用者数 備考 

１ 北房Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 上中津井２４３－２ 昭和５９年 ３,７５９ 直営 

２ 落合体育館 落合垂水６１８ 昭和５６年 ７,９００ 直営 

３ 落合総合公園白梅総合体育館 下市瀬５８６－３ 平成９年 ５２,０７４ 指定管理 

４ 旧久世高校体育館※代替施設 中島１４３ 昭和５８年 ４,０６８ 
直営 

（Ｒ８指定管理） 

５ 勝山スポーツセンター体育館 勝山８００－１ 昭和６０年 １９,３４４ 直営 

６ 中和体育館 蒜山下和１８０４ 昭和６２年 ８５７ 直営 

７ 蒜山Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 蒜山上長田２３００－１ 昭和５６年 １,１５５ 指定管理 

 合計： ７施設   ８９,１５７  

 

【テニスコート】     

ＮＯ 名称 所在地 代表建築年度 Ｒ６利用者数 備考 

１ 北房運動公園テニスコート 上中津井２４３－３ 昭和５４年 １０ 直営 

２ 落合総合公園テニスコート 下市瀬５８６－３ 平成１０年 ５,１６５ 指定管理 

３ 北町公園久世テニス場 久世２６６－２ 昭和６２年 １,５５４ 直営 

４ 勝山運動公園テニスコート 福谷１１９２ 平成１０年 ２,０１８ 直営 

５ 中和多目的グラウンドテニスコート 蒜山下和１０８０－１ 昭和５１年 ３６ 指定管理 

６ 蒜山高原スポーツ公園テニスコート 蒜山上長田２３００－１ 昭和５６年 ３５４ 指定管理 

 合計： ６施設   ９,１３７  
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【プール】 

ＮＯ 名称 所在地 代表建築年度 Ｒ６利用者数 備考 

１ 北房Ｂ＆Ｇ海洋センタープール 上中津井２４３－２ 昭和５９年 ９５９ 直営 

２ 勝山健康増進施設「水夢」 勝山１０２４ 平成１８年 ４０,５３５ 指定管理 

３ 市営湯原温泉プール 豊栄１５３７－１ 昭和５６年 ２,８７１ 直営 

４ 津黒温泉プール 蒜山下和１０８０－１ 昭和４９年 ６２７ 指定管理 

５ 川上プール 蒜山上福田８９０－１６ 昭和４９年 ９１１ 直営 

 合計： ５施設   ４５,９０３  

 

【ゲートボール場】 

ＮＯ 名称 所在地 代表建築年度 Ｒ６利用者数 備考 

１ 
落合総合公園落合ゲートボールセ

ンター・ゲートボール場 
下市瀬５８６－３ 平成８年 ７,６４６ 指定管理 

２ 
湯原温泉スポーツ公園屋内ゲート

ボール場 
禾津８９－１ 平成３年 ２,２２３ 直営 

 合計： ２施設   ９,８６９  

 

【グラウンドゴルフ場】 

ＮＯ 名称 所在地 代表建築年度 Ｒ６利用者数 備考 

１ 勝山運動公園夢広場 福谷１１９２ 平成１０年 ３,６５６ 直営 

２ 
湯原温泉スポーツ公園湯原温泉グ

ラウンドゴルフ場 
禾津８８ 平成１１年 １０１ 直営 

３ 
蒜山高原スポーツ公園グラウンド

ゴルフ場 
蒜山上長田２３００－１ 平成７年 ８２２ 指定管理 

 合計： ３施設   ４,５７９  

 

【宿泊・研修施設】 

ＮＯ 名称 所在地 代表建築年度 Ｒ６利用者数 備考 

１ 落合総合公園宿泊研修施設 下市瀬５８６－３ 平成６年 ３,１８９ 指定管理 

２ 
真庭やまびこ公園久世産業学習

館 
三阪１１３０－２２ 平成１４年 ３,０２３ 指定管理 

３ 宮芝公園宮芝スポーツ会館 久世１４３５ 昭和５８年 ８０４ 指定管理 

 合計： ３施設   ７,０１６  

 

【その他のスポーツ施設】 

ＮＯ 名称 所在地 代表建築年度 Ｒ６利用者数 備考 

１ 北房Ｂ＆Ｇ海洋センター漕艇場 阿口３２６５－５８ 昭和５９年 － 直営 

２ 旧久世高校武道場※代替施設 中島１４３ 平成８年 １,６６７ 指定管理 

３ 湯原クライミングセンター 禾津１６４ 平成１５年 ４,９５１ 直営 

４ 蒜山高原ライディングパーク 蒜山中福田９５８－３８ 平成１０年 １０,０１２ 指定管理 

 合計： ４施設   １６,６３０  
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②スポーツ施設の課題について 

人口減少や少子高齢化から、スポーツ施設の利用者数の減少や利用者の年齢構成の変化により、

現在は設置目的と異なる用途で利用されている施設があります。 

スポーツ施設全体のうち約半分が設置されてから４０年以上経過しており、経年劣化による維持管

理費用が増大しています。 

市町村合併当時からの施設をそのまま引き継ぎ公共サービスを提供してきましたが、グラウンドや

体育館が旧町村に２施設以上配置されている地区があります。そのため、人口１人当たりの床面積や

財政負担が大きくなっています。 

 

ウ スポーツ施設に関する全体方針 

①施設の再配置について 

利用が設置目的に適していない施設、特に、地域の公園としての利用が主となっている施設につい

ては、利用者主体の維持管理が可能かを確認し、専用使用をしない（使用料金を設定しない）施設へ

の移行や用途変更等を進めていきます。 

施設の利用状況や市民ニーズ、老朽化度合、アクセス性等の状況から、各施設のカバーエリアや必

要数を検討し、老朽化の進んだ施設や利用者数が極端に少ない施設については、順次見直しを実施

し、統合または廃止とします。 

民間施設と機能が重複・競合する施設など、設置目的において行政が運営しなければならない理

由がない施設は、民間への譲渡を推進していきます。 

 

②施設の管理運営形態について 

直営施設については、業務委託や指定管理者制度による管理に移行していきます。 

各施設の設置目的、管理形態の整理と今後の利活用及び管理運営方針（統一的管理と市民参画手

法等）を再検討します。 

地域限定的な使用状況の施設については、地元自治会や地域づくり委員会、スポーツ関連団体等

への指定管理者制度による管理に移行、または地元への譲渡を進めます。 

 

③施設の維持管理について 

スポーツ活動の拠点となる公共施設については、真庭市全域での需給調整や長寿命化を踏まえた

適宜の改修・修繕などにより、利便性の向上を図っていきます。 

それぞれの種別ごとに市民ニーズに合った施設のグレードと用途、求められる種類等を検討し、機

能を一層充実させる施設と現状維持または縮小させる施設の仕分けを進めていきます。  



 

65 

第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

エ スポーツ施設の配置状況 

図表４.９ スポーツ施設の配置状況 

 

 

 

  

スポーツ施設
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第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

２ レクリエーション系施設・観光施設  

ア レクリエーション系施設・観光施設の役割について 

レクリエーション系施設・観光施設は、余暇時間の中で、日常生活圏を離れてさまざまな活動を行う施

設であり、触れ合い・学び・遊ぶということを目的として設置しています。 

近年では、観光を切り口として交流や定住促進につなげる動きもあり、地域産業の振興には欠かせな

い施設です。 

真庭市では、大山隠岐国立公園に指定されている広大な蒜山高原や湯原温泉など、豊かで多彩な自

然環境と美しい景観に恵まれており、その特性を活かして自然とふれあえる施設を中心に設置していま

す。 

 

イ レクリエーション系施設・観光施設の現状と課題 

①レクリエーション系施設・観光施設の現状について 

真庭市では、宿泊施設やスキー場、温泉など次表に掲げる３４施設を所有しています。 

 

【観光施設】 

ＮＯ 名称 所在地 代表建築年度 Ｒ６利用者数 備考 

１ 北房旧菅野邸 下中津井４８５－１ 江戸時代末期 ８０ 指定管理 

２ 交流体験施設「匠蔵」 勝山１６２－３ 平成１６年 １４,７６０ 指定管理 

３ 三浦邸 岡２７０ 明治時代 １,５２０ 直営 

４ 勝山武家屋敷館 勝山６５１ 江戸時代後期 ３,３２５ 直営 

５ 勝山郷土資料館 勝山１７０ 昭和３５年 １,４８６ 直営 

６ 湯原温泉民俗資料館 湯原温泉１２４ 昭和６３年 ７,２９３ 指定管理 

７ 蒜山サイクリングターミナル 蒜山上長田２３００－１ 平成９年 １２０ 指定管理 

８ 蒜山ハーブガーデンハービル 蒜山西茅部１４８０－１１０ 平成１０年 １４４,８１３ 指定管理 

９ 
蒜山観光文化発信拠点施設 

（蒜山ミュージアム含む） 
蒜山上福田１２０５－２２０ 令和３年 ４８,５１２ 指定管理・直営 

 合計： ９施設   ２２１,９０９  

 

【宿泊施設】 

ＮＯ 名称 所在地 代表建築年度 Ｒ６利用者数 備考 

１ 北房なかつい陣屋 下中津井４５４－２ 平成９年 ４２３ 指定管理 

２ 
余野農村型リゾート施設 

「高仙の里よの」 
余野下４６５ 平成５年 ７２４ 指定管理 

３ 
余野農村型リゾート施設 

「高仙の里よの 青木本家」 
余野下３８８ 平成５年 １２８ 指定管理 

４ クリエイト菅谷（宿泊施設） 美甘１０５０－２ 平成４年 ３,１１６ 指定管理 

５ 蒜山なごみの温泉津黒高原荘 蒜山下和１０８０－１ 昭和４８年 １１,８２７ 指定管理 

６ 蒜山ヒルズ 蒜山富山根６９４－１２９ 平成１０年 ５,１２７ 指定管理 

 合計： ６施設   ２１,３４５  
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第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

【キャンプ場】 

ＮＯ 名称 所在地 代表建築年度 Ｒ６利用者数 備考 

１ 勝山運動公園（キャンプ場） 福谷１１９２ 平成１０年 ５７３ 直営 

２ クリエイト菅谷（キャンプ場） 美甘１０５０－２ 平成１５年 ９６０ 指定管理 

３ 津黒高原キャンプ場 蒜山下和１０８０－１ 平成７年 ２,１４４ 指定管理 

 合計： ３施設   ３,６７７  

 

【スキー場】 

ＮＯ 名称 所在地 代表建築年度 Ｒ６利用者数 備考 

１ ひるぜんベアバレースキー場 蒜山本茅部６４４－１０５ 平成９年 ９,１１８ 指定管理 

 合計： １施設   ９,１１８  

                                 

【公園】 

ＮＯ 名称 所在地 代表建築年度 Ｒ６利用者数 備考 

１ 北房紅葉公園 阿口３２６５－４０ 平成１１年 － 直営 

２ 北房ほたる公園 下呰部１２０３－１ 平成５年 － 直営 

３ 勝山城山森林公園 勝山地内 平成９年 － 直営 

４ 神庭の滝自然公園 神庭６４３－３ 昭和５２年 ４２,９１９ 指定管理 

５ 津黒温泉公園 蒜山下和１２０５－４ 平成６年 ― 直営 

６ 
蒜山八束公園 

（犬挟湿原公園） 
蒜山下長田２４－３ 平成９年 ― 直営 

７ 
蒜山八束公園 

（自然牧場公園） 
蒜山富山根６９４－２２０ 昭和６１年 ― 指定管理 

８ 
蒜山八束公園 

（畝の松並木公園） 
蒜山上長田１６９５－１４ ― ― 直営 

９ 蒜山高原自然広場 蒜山上長田２３００－１ 令和５年 ６,２９４ 指定管理 

１０ 川上三平山森林公園 蒜山上徳山地内 昭和６０年 ― 直営 

１１ 

蒜山ハーブガーデンハービル 

（遊歩道展望塔・郷原桜広場休

憩所） 

蒜山西茅部１４８０－１１０ 平成５年 ― 指定管理 

 合計：１１施設   ４９,２１３  

 

【温泉】 

ＮＯ 名称 所在地 代表建築年度 Ｒ６利用者数 備考 

１ 
下湯原温泉露天風呂 

（ひまわり館含む） 
下湯原２４－１ 平成１０年 ５２,１５３ 指定管理 

２ 足温泉館 都喜足３４６－１ 平成１１年 ３７,２３９ 直営 

３ 湯本温泉館 湯原温泉２３－２ 平成１２年 ４０,７２６ 直営 

４ 蒜山快湯館 蒜山上長田２３００－１ 平成７年 ６２,５０９ 指定管理 

 合計： ４施設   １９２,６２７  
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②レクリエーション系施設・観光施設の課題について 

人口減少と少子高齢化による利用者の年齢構成の変化と利用者数の減少から、施設運営の採算性

が確保できていない施設があります。 

レクリエーション系施設・観光施設全体のうち約半分が設置されてから３０年以上経過しており、経

年劣化による修繕を必要としています。 

当初は地域の活性化や地域住民の福利を目的に設置しましたが、現在は市外からの利用者が中心

となり、地域住民の福利にあまり寄与しておらず、多大な公費支出が発生している施設があります。 

観光施設の中には、利用者の年齢構成の変化や利用者数の減少により、設置目的と異なる用途で

利用されている施設があります。 

施設の管理運営面において、行政は民間より多くの制約が発生するため、レクリエーション系施設・

観光施設の特性を活かした有効な利活用が難しくなっています。 

 

ウ レクリエーション系施設・観光施設に関する全体方針 

①施設の再配置について 

民間と競合する施設については、廃止や民間への譲渡を進めます。 

利用者数の減少・低迷に歯止めがかからず、今後の利用者数の増加が見込めない場合や、多大な

公費支出が発生する場合は、施設の廃止や縮小を進めます。 

指定管理期間の終了が近い施設については、民間への譲渡を推進します。 

 

②施設の管理運営形態について 

可能な限り直営での運営を廃止し、指定管理者制度による運営や民間への移管を進めます。 

観光施設の設置条例ごとの設置目的は、運営実態（観光または社会教育・文化）に合わせて適宜、見

直しを行います。 

温泉施設については、事業の見直しによる運営改善やさらなる利用者数の増加を図るため、指定

管理者制度や業務委託による管理への移行を検討します。 

 

③施設の維持管理について 

レクリエーション系施設・観光施設については、単に安全性が確保されるだけでなく、その景観・美

観や快適性が利用者数の増減に直結することから、施設のバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化

も含め、市民・観光客のニーズに合ったサービスを提供できるよう質の向上を目指した維持管理を行

っていきます。 

公園については、利用実態の把握を行った上で、維持管理コストを踏まえ、管理運営形態について

再検討を行い、地域住民やボランティアと連携して維持管理費の削減に努めます。 
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第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

エ レクリエーション系施設・観光施設の配置状況 

図表４.１０ レクリエーション系施設・観光施設の配置状況 

 

 

 

 

  

観光施設

宿泊施設

キャンプ場

スキー場

公園

温泉



 

70 

第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

（４）産業系施設 

１ 産業系施設  

ア 産業系施設の役割について 

産業系施設は、農林畜産物の生産振興や地域農業の活性化を目的に、地域で生産された農畜産品を

加工する場所から販売する場所、さらには地域農家と農家以外の地域住民を含めた地域のコミュニティ

活動のための拠点施設として設置されています。 

中でも、特産品販売所は、農産物の産地にこだわった「安全・安心で美味しい」農産品を販売する目的

で、直売事業により農家が包装から価格の設定まで自ら行い、売ることに着目した農畜産業の活性化施

策施設であり、生産農家にとって重要な売り先として、また地域住民にとっての地産地消の拠点として

の機能を果たしています。 

 

イ 産業系施設の現状と課題 

①産業系施設の現状について 

真庭市では、農林畜産施設や特産品加工所、特産品販売所など、次表に掲げる２２施設の産業系施

設を所有しています。 

 

【農林畜産施設】 

ＮＯ 名称 所在地 代表建築年度 Ｒ６利用者数 備考 

１ 勝山堆肥センター 正吉６０３－１ 昭和５５年 １５０ 直営 

２ 富山地区農業構造改善センター 古呂々尾中１４１２－３ 昭和６２年 ６０ 直営 

３ 岩井谷地区農村広場 上２５６４ ― ２００ 直営 

４ 蒜山堆肥センター 蒜山西茅部１１５４－３１ 平成１３年 １０２ 指定管理 

 合計： ４施設   ５１２  

 

【特産品加工場】 

ＮＯ 名称 所在地 代表建築年度 Ｒ６利用者数 備考 

１ 
クリエイト菅谷 

（土夢木夢の館、夢創庵） 
美甘１０５０－２ 平成３年 ３７５ 指定管理 

２ 
ひまわり館 

（６次産業化施設「元気工房」） 
下湯原２３－１ 平成１３年 ― 指定管理 

３ 
ひまわり館 

（資源利活用施設「四季の楽園」） 
下湯原２３－１ 平成１０年 ― 指定管理 

４ ひまわり館（特産物開発研究施設） 下湯原２４－１ 平成１４年 ２５ 指定管理 

５ 湯の国温泉加工館 下湯原２４－１ 平成１４年 ― 直営 

６ ヘルシー特産館 蒜山下和１０８０－１ 平成７年 ２７ 直営 

７ 郷原漆器の館 蒜山上福田４２８－３ 平成７年 ６１０ 指定管理 

８ 蕎麦乾燥施設 蒜山下徳山３０１－１ 平成１０年 １００ 指定管理 

９ 
ひるぜんワイナリー 

（特産品加工所） 
蒜山西茅部７０５－６ 昭和４２年 ― 指定管理 

 合計： ９施設   １,１３７  
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【特産品販売所】 

ＮＯ 名称 所在地 代表建築年度 Ｒ６利用者数 備考 

１ 道の駅「醍醐の里」 鹿田３９１－１ 平成１４年 １２７,７７４ 指定管理 

２ 
ひまわり館 

（下湯原温泉露天風呂含む） 
下湯原２４－１ 平成１０年 ５２,１５３ 指定管理 

３ ひまわり館（そば道場「元気庵」） 下湯原２０－５ 平成１６年 ― 指定管理 

４ 八束ふるさとふれあい特産館 蒜山下長田２０５０－６ 平成８年 ３１,９４８ 指定管理 

５ 三木ヶ原ふるさと特産館 蒜山上福田１２０１－７ 平成３年 １３１,４８１ 指定管理 

６ 
ひるぜんワイナリー 

（ワイン醸造販売所） 
蒜山上福田１２０５－３２ 平成２１年 ５２,８６６ 指定管理 

７ そばの館 蒜山上徳山１３７５－１ 令和４年 １０２,２３６ 指定管理 

８ 道の駅「風の家」 蒜山上徳山１３８０－６ 平成６年 ４１０,８１４ 指定管理 

 合計： ８施設   ９０９,２７２  

 

【その他の産業系施設】 

ＮＯ 名称 所在地 代表建築年度 Ｒ６利用者数 備考 

１ シェアオフィス蒜山ひととき 蒜山上福田１２０５－７８０ 令和５年 ３３３ 直営 

 合計： １施設   ３３３  

 

②産業系施設の課題について 

農林畜産施設や特産品加工場は、農林畜産物の生産振興や地域農業の活性化を目的に設置されて

いますが、現在では地域住民のコミュニティ集会施設や災害時の避難場所など当初の目的以外の役

割で使用されている場合や特定の市民や団体に使用されている施設があります。 

特産品販売所は、地産地消の拠点として非常に重要な施設ですが、農産物の価格低迷から、生産振

興による販売額のアップ、収益性の向上、経費の節減に努めることが必要となっています。 

施設の管理運営面において、行政は民間より多くの制約が発生するため、特産品販売所等でその

特性を活かした有効な利活用が難しくなっています。 

人口減少や少子高齢化により生産者や利用者が減少し、有効に活用できていない施設があります。 

 

ウ 産業系施設に関する全体方針 

①施設の再配置について 

農林畜産施設及び特産品加工場については、各施設で異なる目的やニーズを持っていますが、利

用者数の減少・低迷に歯止めがかからず、今後も利用者数の増加が見込めない施設は廃止や縮小を

進めていきます。 

特産品販売所については、行政は施設の管理運営面において民間より多くの制約が発生するため、

その特性を活かした効率的な運営や今後も機能を継続的に維持できる民間への譲渡を進めていきま

す。 
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②施設の管理運営形態について 

真庭市の産業振興にとって重要な施設については、販売促進による収益性向上と経費削減の両輪

により、指定管理料等の逓減を図ります。 

 

③施設の維持管理について 

市の施設として維持する施設については、適切な維持管理により安全性を確保するとともに、多数

の利用者が訪れる施設については、更なる利用促進に向けて景観や利便性の向上を図ります。 
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エ 産業系施設の配置状況 

図表４.１１ 産業系施設の配置状況 

 

 

  

農林畜産施設

特産品加工場

特産品販売所

その他の産業系施設



 

74 

第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

（５）保健・福祉施設 

１ 高齢者等福祉施設  

ア 高齢者等福祉施設の役割について 

高齢者等福祉施設は、介護保険制度の充実と地域の高齢者等の心身機能の維持向上、健康づくりコ

ミュニケーションと生きがい活動の拠点施設として重要な役割を担っています。 

 

【老人福祉センター】 

老人福祉センターは、高齢者に対する各種の相談や在宅生活の支援、健康づくり及び生きがい活動な

どに利用されています。 

【デイサービスセンター】 

デイサービスセンターは、通所により各種の介護予防サービスを行うことにより、高齢者の在宅生活

を助成して、健康増進を図っています。 

 

イ 高齢者等福祉施設の現状と課題 

①高齢者等福祉施設の現状について 

真庭市では、老人福祉センターやデイサービスセンターなど次表に掲げる７施設の高齢者等福祉施

設を所有しています。 

そのうち、老人福祉センターとデイサービスセンターの３施設で指定管理者制度を導入しており、指

定管理者である真庭市社会福祉協議会の活動拠点となっています。 

市内には、高齢者の福祉の増進を図るため、老人福祉法並びに介護保険法に基づく高齢者等福祉

施設が設置されていますが、その大多数は民間事業者が担っています。 

 

【高齢者等福祉施設】 

ＮＯ 名称 所在地 代表建築年度 Ｒ６利用者数 備考 

１ 北房楽々デイホーム 宮地１２１８－２ 平成４年 ６６２ 直営 

２ 
富原地区高齢者福祉の 

むらづくり拠点施設「まめなか屋」 
上３４１４－２ 平成１１年 ３９７ 直営 

３ 
湯原保健福祉センター 

（特別養護老人ホームやすらぎ） 
下湯原４７ 平成１１年 ５,５７５ 指定管理 

４ 中和デイサービスセンター 蒜山下和１８０１ 平成４年 １,３８４ 指定管理 

５ 八束老人福祉センター 蒜山富山根１５４－１ 昭和５６年 ２,９７５ 指定管理 

６ 川上老人福祉センター 蒜山上福田４２５ 昭和５０年 １,６９３ 直営 

７ 川上デイサービスセンター 蒜山上福田４２５ 平成元年 ５４０ 直営 

 合計： ７施設   １３,２２６  

 

②高齢者等福祉施設の課題について 

経年劣化等により老朽化が進んでいる施設があります。 

デイサービス事業の一部は市の委託事業ですが、エリアによっては民間施設が実施しているところ

もあります。 
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ウ 高齢者等福祉施設に関する全体方針 

①施設の再配置について 

高齢者等福祉施設は介護保険制度の充実と高齢者等の生きがい活動や地域支援の体制づくり活

動の拠点となるものであり、日常生活圏域で身近に必要なため、当面、現状を維持します。 

老朽化した施設や利用者が極端に少ない施設、多大な公費の支出が見込まれる施設については、

他施設との複合化や統合を検討します。 

 

②施設の管理運営形態について 

指定管理者制度により管理運営を行っている施設については、施設運営の効率化・サービスの向

上など、管理運営方法の改善に向けて、業務範囲や管理運営形態の見直しを検討します。 

 

③施設の維持管理について 

高齢者等福祉施設は、市民との関わりが深い施設であるため、その機能と安全性を維持するとと

もに、利用しやすい施設となるようバリアフリー化を推進し、適切な維持管理に努めます。 
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エ 高齢者等福祉施設の配置状況 

図表４.１２ 高齢者等福祉施設の配置状況 

 

 

 

  

高齢者等福祉施設
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２ 保健センター  

ア 保健センターの役割について 

保健センターは、地域住民の保健福祉増進のため、保健・医療・福祉の関係諸機関が一体となって活

動する拠点施設です。 

各種健（検）診をはじめ、相談業務、子育て支援活動、自主的な保健福祉活動の場として利用があり、

主な利用者層は、乳幼児、妊婦、心身に障がいのある方、各種健康・福祉相談者、心配ごと相談利用者等

で、地域住民にとっての重要な拠点施設であり市民ニーズの高い施設です。 

 

イ 保健センターの現状と課題 

①保健センターの現状について 

本市では、保健センター（保健センター機能併設施設含）が６施設あります。 

 

【保健センター（保健センター機能併設施設含）】 

ＮＯ 名称 所在地 代表建築年度 Ｒ６利用者数 備考 

１ 落合保健福祉センター 落合垂水６１８ 平成２７年 ３,５７０ 直営、複合 

２ 久世保健福祉会館 久世２９２８ 平成７年 １６,２４６ 直営 

３ 勝山保健福祉センター 勝山６８－２ 平成１１年 ４,０６３ 直営 

４ 湯原保健福祉センター 下湯原４７ 平成１１年 ２,７３１ 指定管理 

５ 中和保健センターあじさい 蒜山下和１８０１ 平成１５年 ２,３０３ 直営 

６ 川上保健センター 蒜山上福田４２５ 平成６年 ７３５ 直営 

 合計： ６施設   ２９,６４８  

 

②保健センターの課題について 

健診等の利用がない施設等については稼働率が低くなっており、今後の活用方法などを検討して

いく必要があります。 

 

ウ 保健センターに関する全体方針 

①施設の再配置について 

市民生活との関わりが深い施設であるため、当面、現状の施設を維持していきます。 

ただし、老朽化した施設や利用者が極端に少ない施設、多大な公費の支出が見込まれる施設は、他

施設との複合化や統合を検討します。 

 

②施設の管理運営形態について 

指定管理者制度により管理運営を行っている施設についても、施設運営の効率化・サービスの向上

など、管理運営方法の改善に向けて、業務範囲や管理運営形態の見直しを行います。 

③施設の維持管理について 

市民生活との関わりが深い施設であるため、その機能性と安全性を保持するとともに、利用しやす

い施設となるようバリアフリー化を推進し、適正な維持管理に努めていきます。 
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エ 保健センターの配置状況 

図表４.１３ 保健センターの配置状況 

 

 

  

保健センター
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（６）行政系施設 

１ 庁舎等  

ア 庁舎等の役割について 

庁舎等は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、地方自治法第１５５条の規定により設置して

います。 

本庁と振興局で求められる機能について以下のとおり明確にします。 

本庁に求められる主たる機能は、基礎自治体として市民福祉向上のために実施する自治事務全般

（防災、産業、観光、交通、高度情報化、保健・福祉、環境、教育など）の企画・調整・実施。 

振興局においては、特に地域に身近な行政拠点として、高齢者や交通弱者、情報弱者なども含めた誰

もが安心・安全に生活できるための各種行政サービスを提供することや、災害時には防災拠点としての

機能を有します。 

また、これらの機能の効果を最大限に発揮するため、本庁と振興局が連携して、市民満足度の向上と

行政運営の効率化に取り組みます。 

 

イ 庁舎等の現状と課題 

①庁舎等の現状について 

本市では、各地域における庁舎等の配置状況は次表に掲げる８施設を所有しています。 

市民センター、図書館などを施設内に併設する複合施設となっている庁舎もあります。 

 

【庁舎】 

ＮＯ 名称 所在地 代表建築年度 備考 

１ 真庭市北房振興局 下呰部２４８ 平成１０年 直営 

２ 真庭市落合振興局 落合垂水６１８ 平成２７年 直営、複合 

３ 真庭市役所 久世２９２７－２ 平成２２年 直営 

４ 真庭市勝山振興局 勝山３１９ 平成６年 直営、複合 

５ 真庭市美甘振興局 美甘４１３４ 平成１５年 直営、複合 

６ 真庭市湯原振興局 豊栄１５１５ 令和元年度 直営、複合 

７ 真庭市蒜山振興局中和出張所 蒜山下和１８０２ 昭和５０年 直営 

８ 真庭市蒜山振興局 蒜山下福田３０５ 平成１９年 直営、複合 

 合計： ８施設    

 

②庁舎等の課題について 

現状全てのエリアにおいて庁舎等の機能は充足されており、現有施設の適切な管理と長寿命化等

により、可能な限り低廉なライフサイクルコストで施設を維持していく必要があります。 
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ウ 庁舎等に関する全体方針 

①施設の再配置について 

庁舎等については、本市の大きな特性の一つである、約８２８㎢という広大な面積を有する点と、

市民が公平に行政サービスの恩恵を受けられ、さらに地域特性に合った振興を図る最前線基地とし

ての役割があるため、当面、現状の施設を維持するものとします。 

今後予測される人口減少、年齢構成の変化に伴う行政需要の変化やサービスの範囲、庁舎等が受

け持つべき機能が変化した場合において必要な見直しを検討します。 

 

②施設の管理運営形態について 

直営での運営を維持しますが、市民の利便性の向上のため、他施設との複合化や庁舎の空きスペ

ースの多目的利用など、効率的な施設運営を検討します。 

 

③施設の維持管理について 

バリアフリー化を推進するなど、適正な維持管理を行うことにより、長寿命化を図り、ライフサイク

ルコストの低減を図ります。 
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エ 庁舎等の配置状況 

図表４.１４ 庁舎等の配置状況 

 

 

 

  

庁舎等
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４ インフラ資産に係る施設類型ごとの管理に関する基本的な方針ついて 

インフラ資産については、基本的には、国の定めた「インフラ長寿命化基本計画」（平成２５年１１月２９日）の

行動計画として、個別施設の長寿命化計画を定め、安全・安心の確保と経費の縮減を進めていきます。 

 

インフラ資産のうち、橋りょうについては、「道路橋梁・大型カルバート長寿命化修繕計画」を策定し、従来

の対症療法型から、「損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う」予防保全型へ転換を図り、橋りょうの寿命

を延ばすことによって将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図ることに取り組みます。 

 

また、上水道及び簡易水道、並びに下水道及び農業集落排水については、経営戦略を策定するとともに収

支見通しを明らかにし、施設の長寿命化を含む運営及び維持管理コストの縮減に取り組みます。 
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第５章 資料編 

 

１ 他自治体との保有量の比較 

（１）岡山県内の自治体との比較 

岡山市と倉敷市を除く県内１３市のうち、真庭市は公共施設の総延床面積が２番目に多く、一人当たり

面積も４番目に多くなっています（図表５.１参照）。 

 

図表５.１ 県内１３市の公共施設総延床面積及び１人当たり延床面積の現状 

 
※真庭市は令和 6 年度末の総延床面積及び令和７年１月１日時点の住民基本台帳人口を使用しています。他団体は、

令和５年度の公共施設状況調及び令和６年１月１日時点の住民基本台帳人口を用いて比較しています。 

 

（２）類似団体との比較 

総務省「類似団体別職員数の状況」における「Ⅰ－１」グループ１３４団体のうち、真庭市は公共施設の総

延床面積が１５番目に多く、一人当たり面積は４８番目に多くなっています（図表５.２参照）。 

また、上記１３４団体のうち、真庭市と同等の自治体面積及び人口規模の３５団体においては、真庭市は

公共施設の総延床面積が１３番目に多く、一人当たり面積は２０番目に多くなっています（図表５.２参照）。 

 

図表５.２ 類似団体との比較による真庭市の現状 

  
 公共建築物の 

延床面積 

人口１人当たりの 

公共建築物の 

延床面積 

総務省「類似団体別職員数の状況」における 

「Ⅰ－１」グループ１３４団体 

１３４団体中 

１５番目 

１３４団体中 

４８番目 

上記１３４団体のうち、以下条件に該当する３５団体 

 自治体の面積：４００㎢以上 

 人口：２５,０００人以上５０,０００人未満 

３５団体中 

１３番目 

３５団体中 

２０番目 

※岡山市・倉敷市は除く 
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図表５.３ 総務省「類似団体別職員数の状況」における「Ⅰ－１」グループ１３４団体の分布状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※以下の資料を基に作成 

公共建築物の延床面積：総務省「公共施設状況調経年比較表（令和５年）」 

自治体の面積：国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調（令和７年７月１日時点）」 

人口規模：総務省「都道府県・市区町村のすがた（社会・人口統計体系）（令和５年）」 

 

 

【グラフ範囲外】 夕張市 
人口 1 人当たり延床面積 ：58.3 ㎡/人 自治体面積：114.7k ㎡ 

【グラフ範囲外】 夕張市 
人口 1 人当たり床面積：58.3 ㎡/人 自治体面積当たりの人口：8.4 人/k ㎡ 
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図表５.４ 「真庭市と同等の自治体面積及び人口規模」３５団体の分布状況 

 
 

 
※以下の資料を基に作成 

公共建築物の延床面積：総務省「公共施設状況調経年比較表（令和５年）」 

自治体の面積：国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調（令和７年７月１日時点）」 

人口規模：総務省「都道府県・市区町村のすがた（社会・人口統計体系）（令和５年）」 
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２ 更新整備費用の推計条件 

（１）公共建築物の更新整備費用の推計条件 

公共建築物の更新整備費用推計の条件は、文部科学省「学校施設の維持・更新コストの試算ソフト」の考

え方を基本として、下表に基づき設定しています。 

 

図表５.５ 公共建築物の更新整備費用推計条件 

 事後保全型 予防保全型 

基本的な考え方 
✓ 建替え、改修について、更新年数経過後に現在と同じ延床面積等で更新すると仮定し、

延床面積等の数量に設定した更新単価を乗じることにより、更新整備費用を試算する。 

単価について 

✓ 書籍「建築物のライフサイクルコスト 令和５年版 【建物保全センター／国土交通省大臣

官房営繕部】」で掲載されている官公庁施設を中心とした９タイプのモデル建物のライフ

サイクルコストの試算結果を参考に設定する。 

試算期間について ✓ 令和８年度（２０２６年度）から令和４７年度（２０６５年度）の４０年間 

数量について ✓ 公共建築物の築年度ごとの延床面積を用いる。 

更新（建替え）について 

✓ 更新年数：建設年から６０年目に建

替えることとする。 

✓ 更新年数：建設年から８０年目に建替えるこ

ととする。 

✓ 積み残し処理を割り当てる年数：試算時点で更新年数を既に経過し、建替えられなくては

ならないはずの施設が、建替えられずに残されている場合に、積み残しを処理する年数

を１０年として、更新整備費用を１０年に按分して計上する。 

改修について 

✓ 実施年数：建設年から２０年目に改

修、４０年目に大規模改修を行うこ

ととする。 

✓ 建設時より５１年以上経ているもの

については建替えの時期が近いの

で、大規模改修は行わずに６０年を

経た年度に建替えると仮定してい

る。 

✓ 実施年数：建設年から２０年目に改修①、４０

年目に長寿命化改修、６０年目に改修②を行

うこととする。 

✓ 建設時より７１年以上経ているものについて

は建替えの時期が近いので、大規模改修は

行わずに８０年を経た年度に建替えると仮定

している。 

✓ 積み残し処理を割り当てる年数：試算時点で改修実施年数を既に経過し、大規模改修さ

れなくてはならないはずの施設が、大規模改修・長寿命化改修されずに残されている場

合に、積み残しを処理する年数を１０年として、改修費用を１０年に按分して計上する。 

劣化状況等の 

反映 

✓ ①屋根・屋上、②外壁等、③内壁等、④電力・電灯、⑤防止、⑥空調・換気、⑦給排水・ガス、

⑧衛生、⑨消火、⑩昇降の１０項目をＡ～Ｄの４段階で判定。 

※施設カルテ等を参照。資料のない施設は「築２０年未満⇒Ａ」「築２０年以上４０年未満

⇒Ｂ」「築４０年以上⇒Ｃ」の３パターンで仕訳。 

✓ ２０２６年時点で更新・長寿命化を迎えた施設はコストを２０２６年以降１０年間に按分し

て費用計上。 

✓ 施設カルテ等の資料を活用し、建物の劣化状況も反映する。また、２０２６年以降の１０年

間で大規模改修・長寿命化改修を迎える場合、１０項目の判定でＡの項目は費用から差し

引く。 

✓ ２０２６年以降の１０年間で更新・長寿命化等がない場合、１０項目の判定でＣ・Ｄがあれ

ば、部分改修として２０２６年以降１０年間に按分して費用計上。 
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【モデル建物別の単価の適用区分について】 

下表のとおり、大分類・規模別に９タイプのモデル建物を適用する。 

 

図表５.６ モデル建物の適用区分 

 

【参考】モデル建物の概要 

モデル建物 構造 階数 延床面積 

Ａ地区センター 鉄骨造 平屋建て ５９９.２０㎡ 

小規模Ｍ庁舎 鉄筋コンクリート造 地上２階建て ５４８.４５ ㎡ 

中規模Ｃ庁舎 鉄筋コンクリート造 地上４階建て ２,４６２.３７㎡ 

中規模Ｋ庁舎 鉄筋コンクリート造 地上６階建て ５,８６７.５５㎡ 

大規模Ｇ庁舎 鉄骨造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造） 地下１階 地上１１階建て １６,５４３.０５㎡ 

Ｓ小学校（校舎） 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造） 地上３階建て ３,８５８.９８㎡ 

Ｓ小学校（体育館） 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造） 地上２階建て １,２５５.５２㎡ 

中層Ｕ住宅 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造） 地上４階建て ２,２９５.４３㎡ 

高層Ｎ住宅 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造） 地上８階建て ２,７０９.１９㎡ 

※書籍「建築物のライフサイクルコスト 令和５年版 【建物保全センター／国土交通省大臣官房営繕部】」より整理 

 

下表のとおり、モデル建物別に事後保全型と予防保全型の単価を設定する。 

 

図表５.１.３ モデル建物の単価設定 

 

事後保全型 更新単価（万円／㎡）           予防保全型 更新単価（万円／㎡） 

※書籍「建築物のライフサイクルコスト 令和５年版 【建物保全センター／国土交通省大臣官房営繕部】」より整理 

 

  

大分類 

１,０００㎡未満 

※階数が２以上は小

規模Ｍ庁舎 

１,０００㎡以上 

４,０００㎡未満 

４,０００㎡以上 

７,０００㎡未満 
７,０００㎡以上 

市民文化系施設 Ａ地区センター 中規模Ｃ庁舎 中規模Ｋ庁舎 大規模Ｇ庁舎 

社会教育系施設 〃 〃 〃 〃 

スポーツ・レクリエ

ーション系施設 

スポーツ施設 Ｓ小学校（体育館） 

レクリエーション施設・観光施設 Ａ地区センター 中規模Ｃ庁舎 中規模Ｋ庁舎 大規模Ｇ庁舎 

産業系施設 〃 〃 〃 〃 

学校教育施設 
学校 Ｓ小学校（校舎） 

その他教育施設 Ａ地区センター 中規模Ｃ庁舎 中規模Ｋ庁舎 大規模Ｇ庁舎 

子育て支援施設 Ｓ小学校（校舎） 

保健・福祉施設 Ａ地区センター 中規模Ｃ庁舎 中規模Ｋ庁舎 大規模Ｇ庁舎 

行政系施設 小規模Ｍ庁舎 〃 〃 〃 

公営住宅 中層Ｕ住宅 高層Ｎ住宅 

供給処理施設 Ａ地区センター 中規模Ｃ庁舎 中規模Ｋ庁舎 大規模Ｇ庁舎 

その他 〃 〃 〃 〃 

モデル建物 

２０年 ４０年 ６０年  

モデル建物 

２０年 ４０年 ６０年 ８０年 

改修 
大規模

改修 
建替え  改修① 

長寿命

化改修 
改修② 建替え 

Ａ地区センター ７.０  １９.１  ５２.９   Ａ地区センター ７.０ ２７.４ １１.１ ５２.９ 

小規模Ｍ庁舎 ５.８  ２１.０  ５７.０  小規模Ｍ庁舎 ５.８ ３０.４ １４.８ ５７.０ 

中規模Ｃ庁舎 ４.８  １８.０  ４２.１  中規模Ｃ庁舎 ４.８ ２６.０ １４.５ ４２.１ 

中規模Ｋ庁舎 ５.０  １７.５  ３８.４  中規模Ｋ庁舎 ５.０ ２５.５ １４.５ ３８.４ 

大規模Ｇ庁舎 ３.８  １５.６  ４０.０  大規模Ｇ庁舎 ３.８ ２４.９ １４.２ ４０.０ 

Ｓ小学校（校舎） ４.０  １１.８  ３３.３  Ｓ小学校（校舎） ４.０ １８.５ ９.４ ３３.３ 

Ｓ小学校（体育館） ３.１  ８.２ ３３.７  Ｓ小学校（体育館） ３.１ １３.０ ５.４ ３３.７ 

中層Ｕ住宅 ２.３  １１.９  ３７.１  中層Ｕ住宅 ２.３ １９.０ ９.５ ３７.１ 

高層Ｎ住宅 ２.０  １０.８  ３４.９  高層Ｎ住宅 ２.０ １８.９ ８.４ ３４.９ 
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（２）インフラ資産の更新整備費用の推計条件 

インフラ資産の更新整備費用推計の条件は、総務省提供の「公共施設等更新費用試算ソフト」の初期設

定値に対して、平成２７年度から現在までの物価上昇率を乗じたものとしています。 

 

図表５.７ インフラ資産の更新整備費用推計条件 

インフラ資産名 分 類 更新年数 更新単価 

道 路 
一般道路 

１５年 
６.１８千円／㎡ 

自転車歩行者道 ３.５５千円／㎡ 

橋りょう 

ＰＣ橋 

６０年 

５５９千円／㎡ 

ＲＣ橋 ５５９千円／㎡ 

鋼橋 ６５８千円／㎡ 

石橋 ５５９千円／㎡ 

木橋その他 ５５９千円／㎡ 

上水道※ 

導水管 ４０年 

４８千円／ｍ 送水管 ４０年 

配水管 ５０年 

下水道 

管径２５０ｍｍ以下 

５０年 

８０千円／ｍ 

管径２５１～５００ｍｍ以下 １５３千円／ｍ 

管径５０１～１０００ｍｍ以下 ３８８千円／ｍ 

管径１００１～２０００ｍｍ以下 ９８５千円／ｍ 

管径２００１～３０００ｍｍ以下 ２,２２２千円／ｍ 

管径３００１ｍｍ以上 ３,０８６千円／ｍ 

 

※上水道の更新年数と更新単価については、真庭市における実績をふまえて設定 
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３ 公共建築物更新整備費用の推計シミュレーション 

（１）シミュレーションの実施 

ここでは、設定した更新整備費用の推計条件に基づき、以下のシミュレーションを行いました。 

 

■①事後保全型 

【条件】 

 すべての公共建築物について「事後保全型」による施設保全を実施することを想定し、公共建築

物を維持・更新していく場合にかかるコストを試算 

 

■②事後保全型＋予防保全型 

【条件】 

 下記の対象施設については「予防保全型」を、そのほかの公共建築物については「事後保全型」

による施設保全を実施することを想定し、公共建築物を維持・更新していく場合にかかるコスト

を試算 

 

※「予防保全型」の対象施設 

平成３年（１９９１年）以降築・延床面積３００㎡以上・構造が鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コ

ンクリート造 
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（２）シミュレーションの結果 

以上のシミュレーション結果について、更新整備費用推計額と充当可能推計額とのかい離を整理しまし

た（図表５.８参照）。なお、延床面積を縮減した場合には、その面積の縮減に相当する維持管理費の縮減が

見込めます。 

約９.７億円／年のかい離解消のため、公共施設等マネジメントの原則を徹底します。 

 

図表５.８ シミュレーションの結果 

 

ケース 区分 
対象面積 

（万㎡） 

費用 

（億円） 
備考 

①事後保全型 

年間更新整備費用 ３３.７９ ３６.２   

充当可能推計額   ２２.６   

かい離   １３.６   

②事後保全型 

＋ 

予防保全型 

年間更新整備費用Ａ １７.２５ １３.０ １７.２５万㎡を長寿命化した場合 

年間更新整備費用Ｂ １６.５４ １９.３ 
長寿命化対象以外建築物の年間

更新整備費用 

年間更新整備費用計（Ａ＋Ｂ） ３３.７９ ３２.３   

充当可能推計額   ２２.６   

かい離   ９.７   

 

図表５.９ 公共建築物の更新整備費用と充当可能推計額との年平均額の比較 
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４ 官民連携の解説 

（１）多様なＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入を優先的に検討するための指針 

国は、極めて厳しい財政状況の中で、効率的かつ効果的な公共施設等の整備等を進めるとともに、新た

な事業機会の創出や民間投資の喚起による経済成長を実現していくためには、公共施設等の整備等に民

間の資金、経営能力及び技術的能力を活用していくことが重要であり、多様なＰＰＰ／ＰＦＩ手法を拡大する

ことが必要であるとし、「多様なＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入を優先的に検討するための指針」（平成２７年１２月１

５日民間資金等活用事業推進会議決定。以下「指針」という。）を定めました。 

その後も、ＰＰＰ／ＰＦＩの更なる推進を図るため、令和３年６月及び令和７年６月に本指針の改定が行わ

れました。令和７年の改定概要は以下のとおりです。 

 

多様な PPP／PFI 手法導入を優先的に検討するための指針 令和７年改定の概要 

①優先的検討規程の策定及び運用が求められる地方公共団体の対象を拡大 

優先的検討規程の策定及び運用が求められる地方公共団体の人口について「１０万人以上」を

「５万人以上」とすることで、地方公共団体におけるＰＰＰ／ＰＦＩの更なる導入促進を図る。 

②分野横断型・広域型ＰＰＰ／ＰＦＩの案件形成の促進 

優先的検討の開始時期において分野横断型・広域型ＰＰＰ／ＰＦＩの検討を促進することを追記

することで、分野横断型・広域型ＰＰＰ／ＰＦＩの案件形成の促進を図る。 

③多様な効果の評価の促進 

優先的検討における簡易な検討及び詳細な検討の評価基準に多様な効果の評価を促進する

ことを追記することで、ＰＰＰ／ＰＦＩの更なる導入促進を図る。 

④対象事業の基準の柔軟な設定 

優先的検討の対象事業の基準が「事業費の総額が１０億円以上の公共施設整備事業又は単年

度の事業費が１億円以上の公共施設整備事業」とされているところ、事業規模が当該基準を下回

る公共施設整備事業を行う場合に柔軟に設定できるよう修正することで、ＰＰＰ／ＰＦＩの更なる

導入促進を図る。 

 

上記①のとおり、人口１０万人未満の地方公共団体における PFI 事業の増加や、優先的検討規定を策定

している人口１０万人未満の地方公共団体の増加に伴い、人口５万人以上の地方公共団体まで対象が広が

りましたが、人口５万人未満の地方公共団体であっても同様の取組を行うことが望ましいものとしていま

す。 

本市においても、今後、投資的経費の大幅な縮減が余儀なくされています。従来の官主導の事業から脱

却し、幅広い官民連携手法の検討と効果的な導入が求められています。 

 

以上を踏まえて官民連携手法の概要、ポイントを整理します。 
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（２）官民連携手法について 

官民連携とは、ＰＰＰ（Ｐｕｂｌｉｃ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ）と呼ばれ、官民連携の包括的な概念で民間事

業者の関与度合いや資産保有形態によって幾つかの整備手法に分かれます。 

手法には、ＰＦＩ（Ｐｒｉｖａｔｅ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ）、包括的管理委託、指定管理者制度といった様々な

手法があり、また、それらの手法には民間事業者の関与度合いや資産保有形態によって幾つかの方式に

分かれます（図表５.１０参照）。 

 

図表５.１０ 官民連携手法 

官民連携手法 事業方式等 

ＰＦＩ 

Ｐｒｉｖａｔｅ Ｆｉｎａｎｃｅ 

Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ 

民間資金による社会資本整備。民間の資金やノウハウを活用した社会資

本整備手法であり、次に示すような幾つかの事業方式がある。 

①ＢＴＯ（Ｂｕｉｌｄ Ｔｒａｎｓｆｅｒ Ｏｐｅｒａｔｅ）方式：施設の整備を民間が行い、

施設整備後は所有権を行政へ移転し、民間が維持管理運営を行う。 

②ＢＯＴ（Ｂｕｉｌｄ Ｏｐｅｒａｔｅ Ｔｒａｎｓｆｅｒ）方式：施設の整備を民間が行い、

整備後は民間が施設を所有しつつ運営を行い、事業終了後に所有権を

行政に移転する。 

③ＢＯＯ（Ｂｕｉｌｄ Ｏｗｎ Ｏｐｅｒａｔｅ）方式：施設の整備を民間が行い、整備

後は民間が施設を所有しつつ運営を行う。 

④コンセッション方式：施設の所有権は行政が保有し、長期にわたって運営

権を民間に提供することで民間事業者が施設の維持管理運営を行う。 

ＰＦＩに類似する手法 

 ＰＦＩ法に基づかない手法（民法上の契約行為ではない。）で、民間事業者

に施設整備から公共サービスの提供を委ねる点で、ＰＦＩに類似している。

主にＤＢ方式とＤＢＯ方式の２種類の手法がある。 

①ＤＢ（Ｄｅｓｉｇｎ Ｂｕｉｌｄ）方式：民間事業者に設計・建設を一括発注・性能

発注をする手法である。 

②ＤＢＯ（Ｄｅｓｉｇｎ Ｂｕｉｌｄ Ｏｐｅｒａｔｅ）方式：民間事業者に設計・建設・維

持管理・運営等を長期契約とし、業務を一括発注・性能発注する手法であ

る。 

包括的管理委託 
地方公団体が行政責任を果たすために必要な監督権等を留保した上で、

その業務を包括的に民間（個人も含む）に委託する制度である。 

指定管理者制度 
公共施設の管理・運営を民間企業やＮＰＯに包括的に代行させる制度で

ある。 

民設公営 
民間事業者が施設の設計・建設等を行い、行政が維持管理・運営等を行

う手法である。 
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（３）官民連携手法の選定について 

官民連携手法を導入するメリットは、行政と民間で適切なリスク分担が行えること、民間の資金調達や

ノウハウを活用することで低廉かつ質の高い行政サービスの提供、それに伴う行政の財政負担の軽減、地

域事業者の参画による地域経済の活性化があげられます。そのため、行政が実施する事業に適した手法

の選択を基本計画策定段階から模索することは、上記に挙げた官民連携手法のメリットを最大限に発揮す

るために極めて重要です。 

官民連携手法を検討する際は、一般的には導入可能性調査を行い、官民連携事業の実施の可否を決定

します。官民連携事業においては、事業に参画する事業者の有無が事業成立の大きな要因となるため、導

入可能性調査によって、自治体の状況や事業者の参画意欲に基づく事業スキームを構築します（図表５.１

１参照）。 

 

図表５.１１ 導入可能性調査の流れ 

 

 

その際、事業の基本的条件を基に、リスク分担・資金調達・LCC（ライフサイクルコスト）・民間事業者の参

画意欲等の様々な条件をフィルターにして比較しながら、事業に適した事業方式の検討を行う必要があり

ます（図表 5.１２参照）。 

  

前提条件の整理 
既存施設や周辺環境、関係する法律や制度、自治体の既存計画等

による方向性等を整理する。 

市場調査 

前提条件を基に、地域内・外の事業者やＮＰＯ団体、関連団体への

ヒアリングを行い、事業への参画意欲を確認する。場合によって

は、住民ワークショップ等も行い、自治体の取組に対する住民の意

見を確認し、まちづくりへの参画意識を醸成する。 

 

官民連携手法の 

事業スキームの検討 

前提条件の整理、市場調査の結果を基に、当該自治体に適した事

業スキームを構築する。 

官民連携手法の 

事業スキームの決定 

構築した事業スキームにおいて、定性的評価と定量的評価の両方

を確認し、官民連携手法の事業スキームを採用するか決定する。 
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図表５.１２ 官民連携手法検討フィルター 

 

 

官民連携手法の検討において、もう一つ重要な点としてはＶＦＭ（Ｖａｌｕｅ Ｆｏｒ Ｍｏｎｅｙ）の考え方です。

ＶＦＭとは、公共施設の建設、維持管理、運営等に民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することに

より、同一水準のサービスをより安く（定量的評価）、または、同一価格でより上質のサービスを提供する

（定性的評価）考え方です。 

ここで、定量的な評価のみを重視してしまった場合、本来の官民連携事業で期待する効果である民間の

技術力や経営力等のノウハウや資金力といった、民間の活力を十分に活かした民間の創意工夫による良

質な行政サービス創出の視点が軽視されてしまうことが懸念されます。そこで、民間の創意工夫を最大限

に発揮するために定性的な視点を加えてＶＦＭを評価することにより民間の創意工夫を評価できるため、

官民連携事業の本来の目的である民間活力の導入による良質な行政サービスの創出が期待できます（図

表５.１３参照）。 

 

図表５.１３ ＶＦＭの考え方 

 

※ＰＳＣ（Ｐｕｂｌｉｃ Ｓｅｃｔｏｒ ｃｏｍｐａｒａｔｏｒ）： 

公共自らが実施する場合の事業期間全体を通じた公的財政負担の見込額の現在価値。提案されたＰＦＩ事業が従

来型の公共事業に比べ、ＶＦＭが得られるかの評価を行う際に使用される。 
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５ 用語の解説 

 

【い】 

■依存財源 

国や県により定められたり、割り当てられたりする補助金・交付金のほか、地方公共団体が実施する

建設事業に充当するために借り入れる地方債などを指す。依存財源には、地方交付税、国庫支出金、都

道府県支出金、地方譲与税及び地方債が含まれる。 

 

■一般会計 

地方公共団体の会計の中心をなすもの。特別会計で計上される以外のすべての経費は一般会計で処

理される。 

 

■一般財源 

地方公共団体の歳入のうち、使途が特定されず、どのような経費にも使用できるもの。地方税、地方

譲与税、地方特例交付金等及び地方交付税の合計額。なお、これらのほか、都道府県から交付を受ける

利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、

特別地方消費税交付金、自動車取得税交付金を加算した額をいう。 

 

■インフラ資産 

一般的に生活や産業の基盤として整備される施設としてのインフラのうち、道路、橋りょう、上水道及

び下水道のこと。なお、上水道及び下水道については、管渠に加えて処理施設等も含めている。 

 

【き】 

■義務的経費 

地方公共団体の歳出のうち、その支出が義務づけられ任意に節減できない経費。歳出のうち経常的

経費とされている人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等、公債費の６費目は広い意味ではす

べて義務的経費に含まれるが、中でも人件費、扶助費、公債費の３つの費目が狭い意味での義務的経費

とされる。義務的経費の割合が高いと、その地方公共団体は他の任意の事業を実施しにくくなり、一般

的に財政が硬直化しているといわれる。 

 

■供給処理施設 

上水、ガス、電力等の供給、下水、ごみ処理など都市の生活に必要な循環機能、エネルギー供給に係

わる施設の総称。電力供給施設、ガス供給施設、上下水道、ゴミ処理場、地域冷暖房施設などがある。 

 

【こ】 

■公営企業資金不足比率 

公立病院や下水道などの公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較

して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示すもの。  
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【し】 

■将来負担比率 

地方公共団体の借入金（地方債）など現在抱えている負債の大きさを、その地方公共団体の財政規模

に対する割合で表したもの。 

 

■自主財源 

地方公共団体が自主的に収入しうる財源をいう。地方税、分担金及び負担金、使用料、手数料、財産

収入、寄附金、繰入金、繰越金及び諸収入がこれに該当する。自主財源の割合が高いことは、その使途

決定が自主的に行いうる状況を指しており、地方公共団体にとって、一般的に自主財源の割合が高いこ

とが望ましい。 

 

■実質赤字比率 

地方公共団体の最も主要な会計である一般会計等に生じている赤字の大きさを、その地方公共団体

の財政規模に対する割合で表したもの。 

 

■実質公債費比率  

地方公共団体の借入金（地方債）の返済額（公債費）の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対す

る割合で表したもの。 

 

【た】 

■耐用年数 

減価償却の対象となる資産において利用が可能な年数のこと。また、減価償却資産を適正に費用配

分するための年数のこと。 

 

【ち】 

■地方交付税 

全国の住民が、都会でも田舎でも等しい行政サービスを受けられるよう、それに必要となる費用を、

国が各地方公共団体に配分するもの。国税である所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税の一定割合

を財源とすることが定められている。本来は地方固有の自主財源と言えるが、配分の過程における国の

関与が大きいので、依存財源とされる。一般的に、財政的に豊かな団体には薄く、財政的に厳しい団体

には厚く配分される。  
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【と】 

■投資的経費 

その支出の効果が資本形成に向けられ、施設等がストックとして将来に残るものに支出される経費の

こと。生産的経費ともいわれ、これに分類できる性質別経費としては、普通建設事業費、災害復旧事業

費があげられる。 

 

■特別会計 

特別会計は一般会計に対し、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出と区別して別個に処理される会計。

料金収入を主な財源としている公営企業会計、法律で特別会計の設置が義務付けられている国民健康

保険事業会計、介護保険事業会計などが特別会計として設けられている。 

 

【ふ】 

■普通会計 

個々の地方公共団体ごとに各会計の範囲が異なっているため、財政状況の統一的な掌握及び比較が

困難であることから、地方財政状況調査上便宜的に用いられる会計区分。 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律における実質公債費比率等の対象となる「一般会計等」

とほぼ同様の会計の範囲である。 

 

■普通建設事業費 

地方公共団体の歳出のうち、性質別分類の際に使用される支出要素の一つ。道路、橋りょう、学校、庁

舎等の公共施設の新増築等の建設事業に要する経費で、その支出の効果が将来に残ることから普通建

設事業費と呼ばれる。 

 

【ま】 

■マネジメントサイクル 

計画（ｐｌａｎ）、実行（ｄｏ）、評価（ｃｈｅｃｋ）、改善（ａｃｔ）のプロセスを順に実施し、最後のａｃｔではｃｈｅｃ

ｋの結果から、最初のｐｌａｎの内容を見直し、次回のｐｌａｎに結び付け、継続的な業務改善活動などを推

進するサイクルのこと。 

 

【ら】 

■ライフサイクルコスト 

建物のライフサイクル全体にわたって発生する費用のこと。建設費から、光熱水費、点検・保守などの

維持管理費用、更新整備費用、解体処分費や税金・保険費用まで含んでいる。 

 

【れ】 

■連結実質赤字比率 

公立病院や下水道など公営企業を含む「地方公共団体の全会計」に生じている赤字の大きさを、財政

規模に対する割合で表したもの。  
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【Ｆ】 

■ＦＭ（Ｆａｃｉｌｉｔｙ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ：ファシリティマネジメント） 

アメリカで生まれた経営管理方式で、本来は企業や団体が、その財産（土地、建物、設備、工作物等と

それらに関わる様々な環境）を最適な状態（最小のコストで最大の効用を得る状態）で保有、運営、維持、

活用するための総合的な管理手法のこと。 

 

【Ｐ】 

■ＰＦＩ（Ｐｒｉｖａｔｅ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅの略） 

公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することで、効

率化やサービスの向上を図る公共事業の手法。 

 

■ＰＰＰ（Ｐｕｂｌｉｃ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐの略） 

公共サービスの提供に民間が参画する手法を幅広く捉えた概念で、民間資本や民間のノウハウを活

用し、効率化や公共サービスの向上を目指すもの。 

 

【Ｚ】 

■ＺＥＢ（Ｎｅｔ Ｚｅｒｏ Ｅｎｅｒｇｙ Ｂｕｉｌｄｉｎｇ：ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の略） 

 快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目

指した建物のこと。 

 

 

 


